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は じ め に 

 

田辺市では、「一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」をめざして、人権施策の基本

理念を「一人ひとりの尊厳と、人権尊重の精神が脈打つ人権施策」と定め、その推進に取り組むべく、平

成３１年３月に「田辺市人権施策基本方針改定版」を策定し、全庁的に取組を進めているところです。 

この報告書は、「田辺市人権施策基本方針改定版」を実効性のあるものとするため、具体的計画として

まとめた「田辺市人権施策推進計画」に掲げた個々の事業の令和３年度における進捗状況をまとめたもの

です。 

ここに、各課の取組の進捗状況をご報告いたします。 

 

令和４年 10 月 

 

田辺市人権推進課 



Ⅱ　人権施策の推進に向けた推進計画

　　１．推進するための条件整備

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市人権施
策推進本部の
設置

市長を本部長とする田辺市人権
施策推進本部を設置し、田辺市
人権施策基本方針に基づき、全
庁的に人権教育・啓発を推進す
る。

人権推進課 田辺市人権施策基本方針（改定版）に基づき、市民一人
ひとりの尊厳が守られ、日常生活の中に人権尊重の精神
が脈打つよう、あらゆる分野において人権尊重の視点に
立った施策を総合的に推進した。

総合行政の中で様々な人権
課題に対して全庁的に取り
組んだ。社会情勢の変化に
伴う新たな人権課題に対し
ても鋭意取り組んでいく。

令和４年度も継続実施。田
辺市人権教育啓発推進懇話
会の意見や提言を、今後の
人権施策に反映させてい
く。

田辺市人権擁
護連盟との連
携及び事務局

５つの支部からなる田辺市人権
擁護連盟と連携する。また、事
務局として市民の主体的な人権
意識の向上や啓発活動を支え
る。

人権推進課

各行政局総
務課

例年６月頃に、５支部・約２５０名からなる田辺市人権
擁護連盟理事総会を開催していたが、令和２年度に引き
続き令和３年度についても、新型コロナウイルス感染防
止のため中止とした。議事については、書面決議におい
て年間の事業計画や予算等について承認され決定した。
「命・まもる人権」を活動テーマとし、各種会議、理事
研修会の開催及び広報紙[れんめいだより]の発行や、市
内小学校５・６年生児童を対象とした人権ポスターの募
集を引き続き行い、一人ひとりの人権意識の向上や、人
権が尊重されるまちづくりのための活動を行った。
また各支部では、感染対策を行った上で、それぞれの地
域における人権課題をテーマに研修会や学習会等を行
い、より効果的な啓発活動に取り組んだ。

新型コロナウイルス感染症
の影響で、例年取り組んで
いる活動が一部出来なかっ
た部分もあったが、そのよ
うな中でも代替案を考える
など工夫して、研修会を実
施することが出来た。

「命・まもる人権」を大き
な柱の一つとして活動を行
うが、その他にも各地域の
課題や実情に応じたテーマ
を設定し、人権啓発活動を
実施していく。

紀南地方人権
推進連絡協議
会との連携及
び事務局

本協議会は、田辺市、白浜町、
上富田町、すさみ町、串本町の
人権団体で組織され、各団体相
互の連絡協調を図り、紀南地方
における人権啓発の振興と充実
に寄与することを目的として、
人権活動の取り組みや支援、各
種研修会等を実施する。

人権推進課 例年８月頃に総会を開催していたが、令和２年度に引き
続き令和３年度についても、新型コロナウイルス感染防
止のため中止とした。議事については、書面決議におい
て年間の事業計画や予算等について承認され決定した。
本来であれば、上富田町で講演会形式の研修会を開催す
る予定であったが、感染拡大防止のため委員及び事務局
のみの最小限でDVD視聴研修を行った。
・紀南地方人権推進連絡協議会委員研修
　日時：令和３年１２月１１日
　場所：上富田町文化会館
　人権啓発DVD『秋桜（コスモス）の咲く日』
　出席委員：１３人
また、広域で活動を行うため啓発物品として、「除菌ウ
エットティッシュ」を作成し、各市町における講演会な
ど様々な機会において配布するとともに啓発活動を行っ
た。

新型コロナウイルス感染症
の影響で、総会をはじめ、
委員研修等を当初の計画通
り行うことが出来なかった
が、小規模での研修を実施
することが出来た。
広域の会であるため、参集
することについて慎重に検
討する必要がある。

令和４年度も継続実施。
新型コロナウイルスの感染
状況を見ながら、時宜に即
したテーマによる委員研修
の開催を検討する。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺人権擁護
委員協議会田
辺部会との連
携及び事務局

法務大臣から委嘱された田辺市
内２０名の人権擁護委員による
組織で、特設人権相談の実施、
小学校での人権教室、各種啓
発、各種研修、委員相互の研鑽
を図る。

人権推進課 人権の花運動や人権作文の応募依頼、人権週間における
街頭啓発、特設人権相談の開設を行った。
その他、田辺市人権教育啓発推進懇話会、田辺市児童問
題対策地域協議会等への委員としての参加を行った。
人権擁護委員の日における企業・福祉施設への訪問及び
人権教室については中止。
特設人権相談については４～11月は中止。12月・１月は
実施。２月・３月は中止とした。

新型コロナウイルス感染症
の影響で、部会総会をはじ
め、人権教室等を当初の計
画通り行うことが出来な
かったが、感染状況が落ち
着いている期間に、啓発・
相談を出来る範囲で実施す
ることが出来た。

令和４年度も継続実施。
新型コロナウイルス感染症
流行の状況を見ながら、法
務局・人権擁護委員と慎重
に協議し、人権啓発活動を
実施していく。

田辺市人権教
育啓発推進懇
話会

適切な人権施策の取組が行われ
るよう、人権施策推進計画につ
いての評価、課題等について田
辺市人権教育啓発推進懇話会で
審議する。また、必要に応じて
社会の変化に伴って新たに生じ
てくる人権課題を審議する。

人権推進課 令和３年１１月２４日に懇話会を開催し、田辺市人権施
策推進計画の令和２年度推進状況と新規事業計画等につ
いて審議を行った。
・第１回人権教育啓発推進懇話会
　日時：令和３年１１月２４日
　議題：懇話会の趣旨について
　　　　田辺市人権施策推進計画に係る令和２年度推
　　　　進状況報告について
　　　　田辺市人権尊重のまちづくり条例の周知につ
　　　　いて
　出席委員：１９人

『田辺市人権尊重のまちづ
くり条例』制定後、広く市
民に条例の意義や目的を周
知するため、研修形式で委
員から意見聴取を行った
が、わかりやすい内容だと
好評であった。

令和４年度は、推進状況報
告及び委員研修を実施予
定。
懇話会の意見や提言を、今
後の人権施策に反映させて
いく。

和歌山県人権
啓発活動ネッ
トワーク協議
会への参画

県内に所在する人権啓発にかか
わる機関等が連携・協力関係を
確立し各種人権啓発活動を総合
的・効果的に推進することを目
的とする組織で、和歌山地方法
務局、県、市町村、和歌山県人
権擁護委員連合会、和歌山県人
権啓発センターで構成。さらに
県下は２ブロックに分かれてい
て、田辺市は、みなべ町から新
宮市までの紀南地域ネットワー
ク協議会に属している。

人権推進課 令和３年１１月１５日に、和歌山地方法務局田辺支局に
て開催。管内各市町の令和３年度の人権啓発活動の状況
及び令和４年度に計画されている人権啓発活動等につい
て情報交換を行った。

県下２ブロックに分かれて
おり、ネットワーク協議会
全体として目立った活動は
ない。関係機関相互の連携
が図られつつある中、主担
当となる和歌山地方法務局
のリーダーシップが望まれ
る。

今後も、各市町村での連
携・協力関係をさらに深
め、紀南地方全体の人権啓
発活動をより効果的に推進
していく。

学習教材の開
発等

市民の学習ニーズや課題に応
じ、視聴覚教材の整備に努め、
市のホームページで掲載する。
また、公民館等で人権学習を実
施しやすいように、独自の学習
教材の作成に努める。

人権推進課 視聴覚教材として、女性の人権、職場の人権、子どもの
人権など４巻のＤＶＤソフトを購入した。
令和３年度の貸出本数は５１巻（２９団体）

コロナ禍での人権研修教材
として、学校や企業からは
大変好評である。

今後も、様々な人権問題に
ついて理解を深めるため、
視聴覚教材の整備に努め、
啓発活動を実施していく。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種意識調査 田辺市独自の意識調査として
は、合併前の平成３年に「いま
ここに起つ」と題された同和問
題意識調査報告書をまとめ、県
では平成８年と平成１３年に
「同和問題に関する和歌山県民
意識調査」がまとめられてい
る。市単独での人権に関する意
識調査については予定していな
い。県が平成３０年度に「人権
に関する県民意識調査」を実施
する際、市としても協力をし
た。

人権推進課 令和３年度は実施していない。
参考として、第２次田辺市総合計画（後期基本計画）策
定に係る市民アンケート調査が令和３年２月に行われ、
そのなかで「身の回りで人権が守られていると思います
か。」という問いに、７０．７％の人が守られていると
思うと回答している。

未実施のため、評価は特に
なし。

今後も、県が５年に１回実
施する「人権に関する県民
意識調査」に協力をしてい
く。

人権を考える
集い

教育委員会、田辺市人権擁護連
盟等各種団体と連携しながら、
時宜に即したテーマで講演会を
実施する。

人権推進課 例年、紀南文化会館小ホールで開催していたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の為、オンライン配信にて開
催した。
　オンライン配信期間
　令和４年２月１日～令和４年２月１４日
　演題「音楽法話～心に太陽をくちびるに歌を～」
　講師　関守　研悟さん（聖福寺住職）
　視聴回数　４７１回

また、オンライン配信した内容をDVD化し、ネット環境
がない方々にも視聴いただけるように、公民館等で小規
模での上映会も行った。
　DVD上映回数　４団体延べ48人

「命まもる・人権」をテー
マに、コロナ禍においても
自宅等で安心して人権につ
いて研修する機会を提供す
ることが出来た。アンケー
ト結果からも「コロナ疲れ
の心が癒された。インター
ネットで安心して人権学習
できることは良い」と大変
好評であった。

令和４年度についても、感
染症対策が必要な状況であ
ることから、オンライン配
信形式での開催も検討する
必要がある。

人権学習指導
者養成講座

人権教育・啓発を進めるにあ
たって指導的立場にある方を対
象とした研修会を開催する。

人権推進課

男女共同参
画推進室

常に人権尊重の意識を持って公務を遂行するように市職
員研修会を開催した。
・田辺市新規採用職員研修　　参加者３０人
　令和４年４月４日
「男女共同参画社会づくりの推進について」
　　講師　男女共同参画推進室
「人権啓発の推進について」
　　講師　人権推進課

指導的立場となる市職員
が、豊かな人権感覚を身に
つけ、人権の尊重を念頭に
置いたまちづくりを推進で
きるように研修会を行っ
た。

あらゆる行政分野において
人権尊重の意識高揚が図ら
れるよう、職員の人権研修
については今後も、継続的
に実施していく。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権学習指導
者養成講座

人権教育・啓発を進めるにあ
たって指導的立場にある方を対
象とした研修会を開催する。

生涯学習課 令和３年10月～11月の期間、各公民館において、地域の
人権教育・啓発の指導的立場にある、公民館長、生涯学
習（人権）推進員、公民館主事、人権擁護連盟理事、そ
の他関係者を対象にDVD視聴研修会を実施した。
講師に、和歌山県紀南児童相談所所長の伊藤尚人氏を招
聘し、講師が長年児童相談所で子供たちに携わってきた
体験を元に、「児童相談所と児童虐待」と題した講演を
実施した。その講演を録画したDVDにて各公民館で視聴
研修会として開催した。

参加者数：159名

研修後に実施したアンケー
ト調査の結果、回答いただ
いた159名中97名（約61％）
が「とても参考になっ
た」、「まぁまぁ参考に
なった」と回答している。
参加者からは、相談件数は
思ったよりも多く、身近な
問題なのだと気付かされ
た。少しでも誰かの力にな
りたいと思った。などの感
想をいただいた。
今後も、できる形を模索し
ながら、研修を実施し、ア
ンケート等からの客観的な
評価を参考にしながら、研
修内容を検討していくこと
としたい。

今後も、指導者を対象とし
た研修については、継続的
に実施していく。

　

各学校におけ
る、保護者対
象の教育講演
会

各学校の実状に応じて教育講演
会等を開催し、保護者に対し
様々な角度から人権の啓発を行
う。

生涯学習課 全25の小学校の内、24校において、保護者学級を開催。
参加者の延べ人数は2,923名

各校において人権に関する
視点を幅広く持ちながら
テーマを設定し、計画を立
てて開催することができ
た。子どもに関する人権を
通して、保護者の人権意識
を高めることができた。

子どもを育てるという視点
を踏まえ、各校の保護者が
興味関心をもっていただけ
る内容の保護者学級を、実
施していくものとする。

学校教育課 各学校の実状に応じて教育講演会等を開催し、保護者に
対して様々な角度から人権啓発を行った。

児童生徒の人権意識の向上
を図るには、保護者の人権
意識の向上が必要不可欠で
ある。各学校での取組は、
研修を受ける機会の少ない
保護者にとっては大変有意
義であり、人権意識の向上
に繋がっている。

令和４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

広報田辺の活
用

広報田辺での講演会や研修会へ
の参加の呼びかけや、「人権週
間」をはじめとする強化期間な
どに広報活動を行う。

人権推進課

男女共同参
画推進室

・令和３年５月号で、「田辺市人権尊重のまちづくり条
例」の施行について
・令和３年６月号で、男女共同参画懇話会一般公募委員
の募集、男女共同参画週間について及び人権コラム（人
権とは）について
・令和３年９月号で、男女共同参画センター企画DVD鑑
賞会について及び人権コラム（災害に備えて）について
・令和３年１１月号で、特集「人権について考える」、
女性に対する暴力をなくす運動、男女共同参画センター
企画DVD鑑賞会について
・令和３年１２月号で、たなべ人権フェスティバルオン
ライン配信について
・令和４年１月号で、人権を考える集いオンライン配
信、男女共同参画センター企画講座について
・令和４年２月号で、人権コラム（お互いの違いを認め
合う）について

以上を広報に掲載した。

田辺市人権尊重のまちづく
り条例制定後、裏表紙にカ
ラーで記事を掲載、また、
特集「人権について考え
る」では、懇話会会長及び
副会長が市長と人権尊重に
ついて対談した内容を掲載
し、広く市民の方に啓発が
出来たと考える。
人権コラムについては、難
しい内容にならないよう、
身の周りの人権に気付ける
きっかけとなるようなテー
マを選定した。

令和４年度においても、広
報紙による積極的な人権研
修等の案内を行う。
また、不定期で「人権コラ
ム」の掲載も引き続き実施
し、広く市民に人権啓発を
行う。

企画広報課 人権関係の記事として下記のとおり掲載し、市民に対す
る啓発を行った。
特集)R3.11月号(人権尊重まちづくり条例)
裏表紙)R3.5月号(人権尊重まちづくり条例)
まちの話題)R4.3月号(人権ポスター・標語の展示)
Pick Up News)R3.9月号(人権学習ビデオ上映会）
　　　　　 　R3.12月号(たなべ人権フェスティバル）
　　　　　　 R4.1月号(人権を考える集い）
人権コラム)R3.6月号(人権とは)
　　 　　　R3.9月号(災害に備えて)
　　 　　　R4.2月号(違いを認め合う）
相談窓口)毎号

紙面における文章や写真の
取扱いについては、常に人
権尊重を念頭に置きなが
ら、個人情報の保護や文章
表現等に十分な注意を払っ
ている。また、人権啓発を
効果的、継続的に行うに
は、掲載内容がマンネリ化
しないよう、より紙面の工
夫を行う必要がある。

令和４年度においても、広
報紙への更なる記事掲載に
取り組み、積極的な啓発を
行う。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権推進課 人権相談を受ける場合には、できるだけ相談者の立場に
立って懇切、丁寧に相談内容を聞き取り、基本的に複数
人で行っている。また、女性からの相談については、女
性職員が対応するなど、相談しやすい雰囲気作りにも心
がけている。
人権問題に関する認識をさらに深めるため、課内協議や
各種研修会、講演会にも積極的に参加を行った。
その他にも、個人情報の漏洩を防ぐために不必要な用紙
はシュレッダーにかけ、人権相談関係の書類や住宅新築
資金等貸付金の償還台帳等は、書庫にカギをかけて保管
している。

日常の業務の中から、人権
について気づきを深め、そ
れを行動にうつすことが今
後も必要である。

令和４年度も継続実施。

生涯学習課 中央公民館並びに各地区公民館における住民の方々への
対応や窓口及び電話での対応の際には、相手の立場を尊
重した対応に心がけるとともに、個人情報の保護等にも
配慮するように努めている。
また、研修の機会を活用すべく、各公民館で実施してい
る人権学習会の企画立案に積極的に取り組み、広く人権
問題に関する認識を深められるように努めている。

主事会や人権合同研修会な
どで職員を対象とした教
育、啓発を実施すること
で、人権意識の向上を図っ
ていく必要がある。

今後も、人権尊重の立場に
立った業務の遂行に取り組
むとともに、引き続き職員
に対する教育、啓発を実施
していく。

学校教育課 地域住民や保護者の方々に対応する際は、相手の立場を
尊重した対応を心がける。また、職場内で人権意識の向
上に努め、よりよい職場づくりに努める。５月校長・園
長会で不祥事防止マニュアル等の研修資料を配布し、職
場でのモラル等についての伝達を行った。

一人一人が、人権意識の向
上に努め、よりよい職場づ
くりに努めた。

令和４年度も継続予定。

男女共同参
画推進室

男女共同参画を推進する上では男女の人権の尊重が最も
重要であるため、相手の立場に立った応対や個人情報の
保護など人権の尊重については、常に心に留め職務を遂
行している。職員は、性別にかかわりなく、個人が持っ
ている能力を十分発揮しながら業務に取組んでおり、ま
た、男女共同参画センターでは人権に関する講座も開催
しているため、学習を深めることができた。

男女共同参画センターで開
催する講座・講演会につい
ては、職員だけではなく、
市民に対しても人権につい
て学習を深める良い機会と
なっている。

令和４年度も継続実施。

　　２．人権の視点に立った行政の推進

・相手の立場に立った応対に心
がける。
・性別にかかわりなく、個性や
能力、意欲が十分発揮すること
ができる明るい職場づくりに取
り組む。
・情報の提供や個人情報の保護
など、常に市民の人権の尊重を
念頭に置き取り組む。
・職場内で人権についての学習
を深める。

各課共通の人
権の視点に
立った取組
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各課共通の人
権の視点に
立った取組

自治振興課 課員が平素から左記の取組項目について常に留意しなが
ら業務の遂行に努めた。

市民活動係、市民生活係共
に、市民と直接接触する機
会の多い部署として所管事
務の遂行に当たり、左記の
取組項目を積極的に推進し
た。

令和４年度も継続予定。

情報政策課 課員それぞれが、事業内容を理解し、実行できるよう職
員対象の研修に参加するなど取り組みをおこなった。

特に問題はなかった。 今後とも、各課員がそれぞ
れ事業内容に掲げられた各
項目を念頭に取り組む。

企画広報課 広聴広報業務を実施する際には、情報の提供や個人情報
の保護など、常に市民の人権の尊重を念頭に置き取り組
んでいる。特に、市政「未来ポスト」をはじめとする広
聴業務の遂行に当たっては、庁内における個人情報の取
扱いについて指導徹底を行っている。

広報田辺等の広報業務や市
政「未来ポスト」等の広聴
業務を実施するに当たり、
常に市民の人権の尊重や個
人情報の保護を念頭に置い
て取り組んでいる。
また、市ホームページ及び
ＳＮＳ等における個人情報
の保護の取扱いや防災行政
無線の放送内容について
は、今後ともより徹底し、
十分な注意を払う必要があ
る。

令和４年度も継続実施す
る。

南部・西
部・芳養セ
ンター

利用者・相談者の年齢層が幅広く、相談者に寄りそい対
応をしている。
利用者・相談者の連絡先や内容について個人情報を厳守
している。

左記の取組み項目について
積極的に推進した。

令和４年度も継続し実施し
ていく。

総務課 朝礼等の機会を捉えて、相手の立場に立った応対など人
権尊重を意識した業務の遂行を徹底し、課内全員で取り
組んだ。

人権尊重の立場に立った業
務の遂行が図られた。

今後とも、人権尊重の立場
に立った業務の遂行に取り
組む。

市民課 市役所の一番最初の窓口として、お客様のニーズを的確
につかみ、気持ちよく用件をすませられるような応対を
心がけた。

さまざまなお客様がいる中
で、トラブルがあった場合
はその内容を共有して今後
の対応にいかす。

今後も継続する。

・相手の立場に立った応対に心
がける。
・性別にかかわりなく、個性や
能力、意欲が十分発揮すること
ができる明るい職場づくりに取
り組む。
・情報の提供や個人情報の保護
など、常に市民の人権の尊重を
念頭に置き取り組む。
・職場内で人権についての学習
を深める。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各課共通の人
権の視点に
立った取組

商工振興課 商工振興課においては、企業誘致及びマーケティング活
動等、対外的な業務が主流となっているため、年間を通
して不特定多数の方々との交渉・協議が多くなってい
る。そのため、各課での共通取組となる左記事項につい
ては、十分に認識し、かつ、積極的に取り組んでいる。

事業の内容を意識しなが
ら、業務を実施することが
出来た。

鋭意継続して取り組む。

土木課 市民からの土木行政に対する様々な要望や苦情に対し、
相手側の身になった対応を心がけ、また公正な対応に努
めた。

全ての要望等に対応できな
い面もあるが、相手側の理
解も得た中で一定の応対は
できている。

引き続き継続。

建築課 建築課では、市営住宅の管理全般を行っており、市民と
の直接的な対応も多いことから相手の立場にたった対応
に心がけ、特に個人情報の保護など、市民の人権の尊重
を念頭に置き取り組んでいる。

相手の立場に立った対応や
個人情報の保護等市民の人
権尊重については概ね取り
組めている。

今後も窓口や事業実施時に
は、相手の立場に立った対
応を心がけ、個人情報の取
り扱いについても、市民の
人権尊重を念頭に引き続き
取り組んで行く。

都市計画課 日々の業務において、性別にかかわりなく、個性や能
力、意欲が十分発揮することができる明るい職場を形成
されるよう心がけつつ、情報の提供や個人情報の保護な
ど、常に市民の人権の尊重を念頭に置き相手の立場に
立った応対に心がけている。

概ね日々達成出来ているの
で評価できる。

今後も業務内容柄から情報
の提供や個人情報の保護な
ど、常に市民の人権の尊重
を念頭に置き相手の立場に
立った応対が必要である。

スポーツ振
興課

窓口、電話、現場での対応の際には、相手の立場に立っ
た対応を心がけるとともに、体育施設への人権に関する
落書きが発生しないよう各施設の見回りなどに努めてい
る。

特になし 引き続き実施

健康増進課 健康相談、ひきこもり相談や子育て相談において、相手
の立場に立った丁寧な対応を心掛け、常に職員同士で確
認しながら取組んでいる。また、相談業務等で得た個人
情報について、慎重に取り扱っている。

窓口や事業実施時の対応に
ついては、相手の立場に
立ったものであるか職員同
士で確認しながら取り組ん
でいる。
個人情報の提供について
は、条例に沿った対応を実
施している。

窓口、事業実施時は、市民
の立場に立った対応を今後
も徹底していく。
個人情報の取り扱いについ
ては十分に留意し、提供資
料の返却を徹底し、保護に
努める。

子育て推進
課

左記のすべてに取組を進めた。 手続きに来られる市民に対
し、相手の立場に立った応
対を心がけ、スムーズな手
続きに努めた。

令和４年度も継続して、業
務の推進を図る。

・相手の立場に立った応対に心
がける。
・性別にかかわりなく、個性や
能力、意欲が十分発揮すること
ができる明るい職場づくりに取
り組む。
・情報の提供や個人情報の保護
など、常に市民の人権の尊重を
念頭に置き取り組む。
・職場内で人権についての学習
を深める。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各課共通の人
権の視点に
立った取組

やすらぎ対
策課障害福
祉室

下記の研修会等への参加により、現在の障害者の置かれ
た状況等の理解、障害者の生活支援・就労支援の方法の
修得、各障害別の特性等の理解につながり、窓口等で相
談を受ける際の参考となっている。
①自立支援協議会の全体会議での研修会や定例会議での
事例検討への参加。
②社会福祉法人等が主催する各種研修、フォーラム等へ
の参加
③部内での福祉研修　など

各団体等が開催する研修会
等へ参加することにより、
スキルアップにつながって
いる。

今後も、機会があれば、積
極的に参加を促していく。

消防総務課 ・男性職員、女性職員を分け隔てなく、同じ業務を遂行
した。
・田辺市消防職員委員会（消防組織法（昭和２２年法律
第２２６号）第１７条の規定に基づき設置）の委員とし
て、女性職員１名を指名。（構成メンバー：委員長 消
防総務課長、委員８名。任期：１年。資格等委員に求め
られるもの：組織区分ごとに、消防長が委員を指名す
る。なお、組織区分ごとに指名する委員の半数は、組織
区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名する。）
・消防本部新体制検討委員会を本部内に設置して、事務
局に女性職員２名を配置し体制検討に係る施策立案に取
り組んだ。

女性職員の活躍推進を組織
的に進めるとともに、職場
環境の改善に取り組んでい
る。

令和２年４月から兼務職員
を含め、消防総務課に女性
職員２名を配置した。これ
により、女性が活躍し易い
職場づくりを一層推進する
とともに、一人ひとりが大
切にされる職場環境づくり
に向け取組む。

取組の確認 市民憲章の精神をまちづくりに
生かしていくため、各課でどの
ようなことに気をつけて、行政
の推進に取り組んでいるかを確
認する。

人権推進課 田辺市人権施策推進計画の進捗状況を把握することで、
全庁的に各課がどのようなことに気をつけて、人権施策
の推進に取り組んでいるのかを確認した。

社会情勢の変化に伴い、人
権問題は複雑、多様化して
おり、新たな人権課題につ
いても、素早い対応ができ
るように研修等を重ねてい
く必要がある。

令和４年度も継続実施。

市民憲章の朗
読

「人権を守り、互いに助け合
い、明るく平和なまちをつくり
ます。」とうたっている市民憲
章の精神を尊重し、実践するた
め、田辺市自治会連合会総会、
田辺町内会連合会総会等自治会
活動の場において、参加者全員
による市民憲章の朗読を行う。

自治振興課 田辺町内会連合会及び田辺市自治会連合会総会資料裏表
紙に市民憲章を印刷し全会員に配布。
　・田辺町内会連合会　　 85組織
　・田辺市自治会連合会　213組織
田辺町内会連合会及び田辺市自治会連合会総会冒頭にお
いて市民憲章の唱和を行う。
　・田辺町内会連合会　　対象者　85名
　・田辺市自治会連合会　対象者　45名

市民憲章の朗読により、地
域自治組織における人権意
識の高揚と全市一体となっ
た普及促進活動を行うもの
だが、コロナ禍により実施
できなかった。

令和４年度も継続予定。

・相手の立場に立った応対に心
がける。
・性別にかかわりなく、個性や
能力、意欲が十分発揮すること
ができる明るい職場づくりに取
り組む。
・情報の提供や個人情報の保護
など、常に市民の人権の尊重を
念頭に置き取り組む。
・職場内で人権についての学習
を深める。

9



事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

職員向け人権
研修の実施

◆市
・新規採用職員研修（前期）の
カリキュラム内において「人権
啓発の推進について」と題し
て、人権研修を実施する。

◆和歌山県市町村職員研修協議
会
・新規採用職員研修、一般職員
一次研修、監督者二次研修、管
理者研修、のカリキュラム内に
おいて「人権研修」を実施す
る。

総務課 ◆市
１．新規採用職員(前期）「人権啓発の推進について」
　日程：令和３年４月２日
　対象：新規採用職員
　受講者数：44名
◆和歌山県市町村職員研修協議会
１．新規採用職員研修
　日程：①令和３年４月14日～16日
　　　　②令和３年４月21日～23日
　対象：新規採用職員
　受講者数：①17名　②24名　合計41名
２．一般職員一次研修
　日程：令和３年６月２日～４日
　対象：採用３年目の職員
　受講者数：32名
３．監督者二次研修
　日程：①令和３年10月28日～29日
　　　　②令和３年11月11日～12日
　対象：係長級昇格から５年目の職員
　受講者数：①７名　②12名　合計19名
４．管理者研修
　日程：令和３年11月18日～19日
　対象：課長級昇格者
　受講者数：15名

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、「新規採
用職員研修」及び「監督者二次研修」は、日程を２回に
分けて実施。

人権に関する意識の向上が
図られる。

定期的、計画的に実施して
いく。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

職員を対象と
した挨拶運動
の実施

１．挨拶が基本であることの重
要性を認識させるとともに、挨
拶される側の意識改革を促すこ
とで、職員全員に挨拶の動機付
けを図ることを目的として、新
規採用職員を対象に、入庁２日
目及び入庁半年後の朝の出勤前
に、タイムカード前において、
挨拶運動を実施する。
２．市民への啓発活動を通じ
て、挨拶及び接遇の重要性を学
ぶことを目的として、新規採用
職員（消防職員等を除く。）を
対象に、「春の全国交通安全運
動 交通安全決起集会・街頭啓
発（紀南文化会館前）」に参加
する。
３．市職員としての心構えと接
遇等の実践、服務規律につい
て、機会をとらえて、部長会を
通じて、全職員に周知、徹底す
る。

総務課 １．新規採用職員研修（挨拶運動）
　日程：令和３年４月２日、令和３年10月１日
　対象：新規採用職員
　※　新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
２．春の全国交通安全運動 交通安全決起集会・街頭啓
発
　日程：令和３年４月１日
　対象：新規採用職員
　※　新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
３．内部通知
　⑴　令和３年４月５日【総務部長通知】
　　「市職員としての心構えと接遇等の実践について」
　⑵　令和３年４月５日【副市長通知】

「市職員としての心構えと接遇等の実践について
」
　⑶　令和３年11月１日【総務部長通知】
　　「接遇マナーの遵守について」

継続的な取り組みが重要で
ある。

・新規採用職員研修（挨拶
運動）
　日程：令和４年４月４日
　対象：新規採用職員

※ 新型コロナウイルス
感染症の影響により中止。
・新規採用職員研修（挨拶
運動）
　日程：令和４年10月３日
　対象：新規採用職員

※ 新型コロナウイルス
感染症の影響により中止の
可能性あり。
・春の全国交通安全運動
交通安全決起集会・街頭啓
発
　日程：令和４年４月６日
　対象：新規採用職員

※ 新型コロナウイルス
感染症の影響により、新規
採用職員は参加せず。

避難行動要支
援者の支援対
策

自治会、自主防災組織、消防団
及び警察等に対し、避難行動要
支援者名簿を提供することで、
災害時に支援を必要とする方々
の所在等を把握していただき、
万一の有事の際はもとより、日
頃から地域の支援対策に活用し
ていただくとともに、地域防災
体制の充実を図る。

防災まちづ
くり課

平成２５年の災害対策基本法改正により、避難行動要支
援者名簿として法的に位置付けられ、名簿の提供を行う
場合は市による本人の同意の取得が必要となったことか
ら、名簿の提供を行うことに同意を得られた避難行動要
支援者については、自治会、自主防災組織、消防団及び
警察等に名簿の提供を行った。

名簿については、災害時の
みならず平常時において
も、避難行動要支援者への
支援の一つの手段として活
用していただけるよう、さ
らに啓発に努める必要があ
る。また、多種多様な災害
に対応するためには、避難
行動要支援者本人の意向を
尊重しつつ、地域の実情に
応じた取組やコミュニケー
ションづくりが課題となっ
ている。

令和４年度においても避難
行動要支援者名簿の提供を
行う。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権に配慮し
た企業誘致

企業誘致活動においては、地域
との連携を重視し、人権や環境
を大切にする企業の誘致に努め
る。

商工振興課 人権に配慮した企業誘致を進めるとともに、誘致企業や
地元との調整においても、人権や環境に配慮しながら業
務を実施した。

事業の内容を意識しなが
ら、業務を実施することが
出来た。

令和４年度も継続予定。

交流推進事業 常に人権尊重を基本として、
「交流推進事業」に取り組む。
特に「人を思いやる心」を常に
念頭に置き、相手方関連団体と
の連携を図る。

商工振興課 首都圏・都市部において地域産品への注目が高まりつつ
あることを受け、農林水産物の流通を促進し販路拡大を
図るとともに、令和３年度については、新型コロナ感染
症の影響により、地域間交流を積極的に行うことが出来
なかったが、インターネットの活用等対面ではない手法
により田辺市への関心を高め、市内特産品の販売促進や
観光客の増進に取組んだ。「人を思いやる心」について
は常に念頭に置き、相手方関連団体との連携を図った。

交流事業を行う上で、最も
根幹となるのは相手方を理
解し尊重することから生ま
れる信頼関係であるため、
常に人権を尊重し、相手方
を思いやる感性を重視し、
取り組んでいる。

令和４年度も継続予定。

田辺市住民票
の写し等の不
正取得に係る
本人告知制度

平成２４年１２月１７日から施
行し、平成２４年度分から適
用。住民票の写し等が不正に取
得された場合に、本人にその旨
を告知し、不正取得による本人
の権利又は利益の侵害を防止す
るとともに、不正取得の抑止を
はかる。

市民課 不正取得された本人に告知を行うことにより、権利利益
を守るとともに、不正取得の抑止をはかる。

不正取得が発覚して、その
事実が確定し告知するまで
の期間が長期間に渡るた
め、告知が遅くなる。
事件についての写し等の利
用状況については調査権が
ないため、新聞報道や国
（県）からの情報に頼って
いる。

今後も継続する。

田辺市事前登
録による本人
通知制度

平成２５年１０月１日から開
始。
住民票の写しや戸籍の附票の写
し又は戸籍の謄抄本の発行を第
三者等に交付した場合に、事前
登録した者に対し、交付の事実
を通知する制度。
不正請求及び不正取得による個
人の権利の侵害の防止を図る。
平成２８年４月からは、登録期
間（３年間）を廃止し、更新手
続を不要とした。

市民課 不正請求の抑止や早期発見。
不正取得による個人の権利侵害の抑止、防止に役立つ。

登録者数　４５４人
（Ｒ４．３末現在）
通知件数　 ２９件
（令３年度）

制度の周知について、今後
も広報やホームページ等を
通じて積極的に継続してい
く。

12



事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

相談者や要保
護者等の人権
尊重

生活保護の対象者は、高齢や障
害・傷病等で就労が困難である
など、何らかの理由で生活に困
窮されている方々であり、担当
職員一人ひとりが常に相談者や
要保護者等の人権を第一に考え
るとともに、相手の立場に立っ
て対応するよう、係内会議等を
通じて常に研鑽に努める。

福祉課 新たに配属された社会福祉主事任用資格を持たないケー
スワーカーは、社会福祉主事講習を受講し、福祉に携わ
る職員としての資質向上に努めている。
また、随時開催しているケース検討会などの係内会議等
の機会では、個別ケースの検討を通じ、職員相互に対人
援助技術の向上を図るとともに、職場内外における人権
に関する研修、講演会に参加するように努めている。

生活保護に市民の関心が高
まる中、担当職員には常
に、相手の人権を尊重した
対応に努めている。

近年増加傾向にある複合的
な課題への対応に際して
は、関係部署と連携しなが
らより、一層対象者の人権
に配慮した取組を進めてい
く。

　　３．人権教育・啓発の推進

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

企業・各種団
体等での人権
啓発

各種団体での人権学習・啓発に
ついては、派遣要望に応じて人
権推進課指導員を派遣する。ま
た、市の人権行政について講座
を希望する場合は、課長等が講
師を務める。

人権推進課 令和３年度は１０団体から要望があり研修を実施。
「『田辺市人権尊重のまちづくり条例』について」
　講師は全て人権推進課
・田辺市人権擁護連盟龍神支部研修
　６月１０日（木）　参加者３２人
・田辺市人権擁護連盟田辺支部基本部会研修
　６月２３日（水）　参加者１１人
・田辺市人権擁護連盟田辺支部女性問題部会研修
　６月２４日（木）　参加者７人
・田辺市人権擁護連盟田辺支部高齢社会問題部会研修
　６月２５日（金）　参加者１６人
・田辺市人権擁護連盟田辺支部障がい者問題部会研修
　６月２８日（月）　参加者８人
・田辺市人権擁護連盟田辺支部青少年問題部会研修
　７月１日（木）　　参加者１１人
・田辺市生涯学習課公民館主事会研修
　７月１３日（火）　参加者２０人
・田辺市女性会連絡協議会研修
　１１月２日（火）　参加者２６人
・田辺市人権擁護連盟大塔支部研修
　１１月１２日（金）参加者１０人
・中部公民館人権学習会
　３月２４日（木）　参加者８人

田辺市人権尊重のまちづく
り条例制定後、様々な団体
から研修の要望があり、周
知のための研修を行うこと
ができた。

令和４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

企業・各種団
体等での人権
啓発

企業の評価を、経済的な面だけ
でなく、人権尊重や環境保護な
どの視点から評価する動きも一
般的になってきた。このような
状況下で、企業からの講師派遣
の要望に基づき、指導員を講師
として派遣する。

人権推進課 令和３年度は企業からの要望はなかった。 新型コロナウイルス流行の
影響で、企業の研修等の実
施が困難であった。

企業における人権教育・啓
発の取組を促進するため、
田辺市企業人権推進協議会
と連携して、学習相談への
対応や情報・教材の提供、
講師派遣などの支援を行っ
ていく。

警察職員との
連携

警察から要望に応じて人権推進
課指導員の派遣等を実施する。

人権推進課 警察への派遣実績はなし。 県の組織でもあり、現実的
には警察との連携は難しい
と思われる。

要望があれば対応をしてい
く。

人を大切にす
る教育の推進

各公民館において、「人を大切
にする教育」に基づき人権教育
をより積極的に展開するよう、
公民館長、生涯学習（人権）推
進員、公民館主事に対して指導
を行う。

生涯学習課 主事会や生涯学習（人権）推進員会議など機会を通し
て、「人を大切にする教育」基本方針に基づいた教育啓
発活動を展開するよう、共通認識と意思統一を行った。

「人を大切にする教育」基
本方針を確認することによ
り、統一した考え方に基づ
いた事業展開を図ることが
できた。

今後とも、あらゆる機会を
とらえて、「人を大切にす
る教育」基本方針について
は、確認の取組を行ってい
くものとする。

人権教育担当者会・管理職研修
会及び定例学校訪問等を利用
し、各学校・園に対して「人を
大切にする教育」の全体計画に
基づき、人権教育をより積極的
に展開するよう指導する。
また、各学校・園では教育計画
に基づき、道徳をはじめとした
全教育活動を通して人権教育を
実践し、児童生徒の人権意識の
向上に努める。

学校教育課 ・年度当初の校長・教頭・園長会において、学校教育指
導の方針の説明の中で、人を大切にする教育の推進につ
いて指導した。
・令和３年５月から同年１１月にかけ、定例学校訪問を
実施し、その中で人権教育を積極的に展開するよう指導
した。
・人を大切にする教育主任・学習支援推進教員研修会
は、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、実施せ
ず「人権教育」については各校による研修を行った。

研修会等を通じて、各学校
に指導することができた。
また、各学校では教育計画
に基づき人権教育を推進し
ており、児童生徒の人権意
識の向上を図ることができ
た。近年、いじめ・イン
ターネットによる人権侵
害、生活困窮者、外国人、
性的少数者など様々な人権
課題が上がっているため、
田辺市の実態に応じた研修
を今後も行っていく必要が
ある。

令和４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

交通安全対策
事業、田辺市
暴力追放協議
会事業、田辺
地区防犯協議
会事業

市民の基本的人権の根底となる
生命を守り、安全・安心な生活
を保持するため、警察署との緊
密な連携を図りながら、交通安
全対策事業（街頭啓発・指導
等）及び暴力追放活動（決起集
会・パレード等）並びに防犯活
動（紀伊田辺駅前におけるマ
ナーアップキャンペーン等）を
行う。

自治振興課 ■交通安全対策事業
①行政機関や民間の各種関係機関等で組織する「交通事
故をなくする田辺市民運動推進協議会」で、春（４月６
日～15日）・秋（９月21日～30日）の全国交通安全運動
期間及び夏（７月11日～20日）・冬（12月１日～10日）
の交通事故防止県民運動時に広報・啓発活動を実施し
た。
・４月６日、市役所前で交通安全決起集会及び街頭啓発
を実施した。
・12月１日、旧市内のスーパーにて街頭啓発を実施し
た。
・その他の街頭啓発は、新型コロナウイルスの影響によ
り中止となったため、市施設や関係機関に啓発物品を配
布した。

■交通安全対策事業
高齢者が関わる交通事故の
割合が高いことから、事故
防止のための事業を実施す
る必要がある。

■交通安全対策事業
令和４年度も継続予定。

■田辺市暴力追放協議会事業
・７月５日、田辺市暴力追放協議会総会を開催（書面表
決）。
・新型コロナウイルスの影響により暴力追放決起集会及
び街頭啓発パレードは中止となったため、関係機関に啓
発物品を配布し、暴力追放を呼びかけた。

■田辺市暴力追放協議会事
業
すべての暴力をなくすため
の本事業を引き続き実施す
る必要がある。

■田辺市暴力追放協議会事
業
令和４年度も継続予定。

■田辺地区防犯協議会事業
田辺警察署（生活安全刑事課生活安全係）を中心に防犯
教室の開催や特殊詐欺防止対策等の犯罪防止啓発を実施
した。

■田辺地区防犯協議会事業
特殊詐欺等の犯罪者集団
や、悪質商法業者から、高
齢者が狙われることが多い
ことから、被害防止のため
の事業を実施する必要があ
る。

■田辺地区防犯協議会事業
令和４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市企業人
権推進協議会

本協議会は、雇用者の人権を尊
重し、企業内における人権教育
及び啓発の取組を推進するた
め、関係機関等との連携を密に
し、企業活動における人権課題
の解決に資することを目的とし
て、「会員相互の連絡連携」、
「企業内人権教育及び啓発の推
進」、「雇用の安定を図るため
の調査、研修及び指導」などを
行う。

商工振興課 令和３年度の事業計画に基づき、研修会を実施した。
【令和３年度事業計画】
１．明るく働きがいのある職場づくりを目指して、各事
業所が自主的、主体的に研修機会をもてるよう啓発活動
を推進します。
２．企業内人権啓発を推進すべく、市人権推進課との連
携の下、講師の依頼、啓発ビデオの提供等企業内研修会
の開催を支援し、また、各種研修会の案内と参加の呼び
かけに努めます。
３．人権啓発に係る国や県等関係機関との連携を図り、
人権啓発のための推進体制の充実に努めます。

※令和２年度・３年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、理事会及び総会については、書面決議によ
り実施。

現在、会員が48企業あり、
７参与会員とともに、昭和
58年度から令和３年度まで
に、延べ609企業、50,425人
の参加により企業内研修が
行われてきた。最近の実績
としては、年間17～18社と
なっているが、さらに企業
内研修の実施企業を増やす
取組が必要である。

今後とも会員企業の募集に
努めるとともに、企業内研
修の実施企業を増やすべ
く、県の人権担当部署とも
連携しながら、企業の代表
者や研修推進員等を対象と
した研修会等を通じ、より
一層推進していく予定であ
る。

公民館 地域
別人権学習会

市内の各公民館がそれぞれの地
域において、人権の重要課題に
対する基本的な認識を十分踏ま
えながら、市民一人ひとりが人
権課題を発見し、身の周りにあ
る具体的な人権課題の解決に結
びつくような人権学習会を開催
する。
開催にあたっては、公民館長と
公民館主事が、生涯学習(人権)
推進員と協議し、公民館区ごと
に各種団体・機関等の協力を得
ながら人権学習実行委員会を組
織して、学習会の企画・運営等
について協議する。

生涯学習課 令和３年度は６会場で開催し、延べ171名の市民の参加
があった。テーマについては、各公民館が推進員を中心
とした実行委員会において、情報モラルや認知症、親子
関係など、地域に合ったテーマを設定し、多様なニーズ
に応えられるように努めた。また、コロナ禍において、
飛沫感染防止の観点から、映画上映や啓発ＤＶＤを活用
し、対策を講じて開催をした公民館が多かった。

引き続き館長、主事と生涯
学習（人権）推進員、人権
擁護連盟理事が連携、住民
参画により地域の人権課題
について十分協議した上で
の企画、立案に努めてい
く。企画、立案にあたって
は、新たな法令等の理解や
周知に資する内容及び社会
情勢に応じて興味関心や当
事者意識を持ってもらえる
ようなテーマ設定を進め、
広報などで幅広い参加者を
得るための創意工夫を行う
とともに、開催時期や方法
について見直しを図りなが
ら取組を進めていく必要が
ある。

各地域の課題、諸問題等を
踏まえてテーマを設定し、
実行委員会の組織を中心に
地域別人権学習会を開催し
ていくものとする。昨年度
は新型コロナにより人権学
習会を実施できない公民館
も多かったことから、感染
状況を見て、実施していき
たい。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市民生児
童委員協議会
研修会

民生委員・児童委員は、その活
動に当たり、個人の人格を尊重
することはもとより、基本的人
権に関する正しい認識に基づき
活動を進めていくことが基本と
なる。田辺市民生児童委員協議
会では、こうした人権意識の高
揚を図るため、年に１回以上の
人権学習会の開催または他機関
が開催する人権講演会等への参
加に努める。

福祉課 田辺市民生児童委員協議会
主催の研修、県民児協の研
修を通じ、民生委員・児童
委員活動の基本となる人格
の尊重や人権意識の高揚に
ついて学ぶことで、会員
個々の修養を図ることがで
きた。
児童虐待防止のための「あ
かちゃん訪問」事業につい
ても継続して取り組んだ。

継続して人権学習、児童虐
待防止活動に取り組みた
い。

人権を考える
学習会

田辺市人権擁護連盟中辺路支部
と中辺路公民館が各年度交互に
主催し、人権に関する学習機会
の提供を行っている。

中辺路行政
局総務課

主催は、中辺路公民館。田辺市人権擁護連盟中辺路支
部、、田辺市女性会連絡協議会中辺路支部、中辺路町老
人クラブ連合会共催で、映画鑑賞会「長いお別れ」を実
施した。

コロナウイルスの感染状況
により、実施時期の変更、
中止の可能性あり。

今年度においては、11月初
旬に人権擁護連盟中辺路支
部の主催で、「特殊詐欺被
害防止」について和歌山県
警特殊詐欺被害防止アドバ
イザーの田原氏に講演をし
ていただく予定で進めてい
る。

田辺市民生児童委員協議会では、事業計画の一つである
「民生委員・児童委員の研修の推進」の中に人権学習の
推進を位置付けている。例年、和歌山県民生委員児童委
員協議会主催の研修会において人権学習に取り組んでお
り、令和３年度においてはオンライン研修やDVD研修な
どを活用して、次の研修会において、人権学習を行っ
た。
　
＜和歌山県・和歌山県民生委員児童委員協議会主催＞
　令和３年９月　単位民児協会長・副会長研修会（参加
人数36人）
「コロナをおそれて、過剰な反応になっていません
か？」（法務省・全国人権擁護委員連合会）
　令和３年10月　児童委員研修会（参加人数24人）
「子どもたちの笑顔を守るために私たちにできること」
（一般財団法人児童虐待防止機構）
　令和３年11月　主任児童委員研修会（参加人数24人）
「ヤングケアラーについて」（和歌山県福祉保健総務
課）
　令和４年１月　ブロック別民生委員・児童委員研修会
（参加人数106人）
「部落差別解消推進条例及び新型コロナ誹謗中傷対策条
例について」（和歌山県人権政策課）
＜全国民生委員児童委員連合会・全国社会福祉協議会主
催＞
　令和４年１月　全国民生委員・児童委員リーダー研修
会（参加人数12人）
「障がいのある方の人権」（筑波大学）
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権標語によ
る啓発活動

中辺路町内の各小中学校に人権
啓発標語を募集し入選者に対し
て表彰を行い、副賞を贈ってい
る。
この取組は、平成１５年度から
継続されており、人権擁護れん
めいだより、中辺路公民館だよ
りに掲載し、啓発カレンダーも
標語入り啓発カレンダーとする
など啓発活動に取り組んでい
る。

中辺路行政
局総務課

厳正な審査の結果、中辺路小学校2作品、近野小学校6作
品、中辺路中学校1作品、近野中学校3作品が入選し、そ
の内、小中学校でそれぞれ１作品が優秀作品となった。
啓発カレンダーについては、中辺路町内保育園および小
中学校と支部理事による啓発活動で配布した。

特になし 今後も、この活動を継続し
ていく予定。

人権関連図書
の寄贈

大塔地域の小・中学生に様々な
視点から人権について考えても
らうため、大塔中学校、鮎川小
学校に関連図書を寄贈した。

大塔行政局
総務課

（実施内容）
・日時：令和３年１１月４日(木)
・寄贈図書冊数
　鮎川小学校　７冊　大塔中学校　８冊

小中学生向けの図書の為、
選書が難しい。

令和４度においては、他の
啓発・研修事業も計画して
いる為、継続して寄贈する
か未定。

人権お話会 小中学生各校代表者により、人
権作文の発表会と講演会を開
催。

本宮行政局
総務課

令和３年１２月１０日（金）本宮中学校体育館で開催。
参加者７０名。
◆第１部　小・中学生人権お話会（各小中学校代表９名
による人権作文発表）
◆第２部　人権啓発ビデオ上映「シェアしてみたらわ
かったこと」
◆過去の人権作文集を６日から２４日まで１階住民ロ
ビーに展示。
◆発表された作文は、作文集として製本し、本宮管内で
各戸配布を行った。

一般参加者の参加増が課題
である。

令和４年度も人権週間に開
催予定。

新成人感謝の
メッセージ募
集事業

本宮行政局管内で実施してい
る、新成人を祝う会のときに、
親・恩師・友人に感謝のメッ
セージを書いていただき、メッ
セージボードを作成し行政局ロ
ビーに展示。欠席者について
は、出欠はがきに記入してもら
い、代筆をする。

本宮行政局
総務課

◆令和４年１月１０日（火）「新成人を祝う会」の際に
家族などお世話になった方々への感謝の気持ちや故郷に
対する思いを募集し、「祝う会」会場にて記入してもら
う。これらのメッセージを２月末まで本宮行政局住民ロ
ビーに掲示した。

メッセージを機に人権の大
切さを考えていただけるよ
うにしていくこと。

令和４年度からは「二十歳
を祝う会」に名称は変更す
るが、家族やふるさとへの
思いなど振り返る好機とし
て継続して実施する。
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　　４．相談支援体制の推進

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権相談 市民の人権に関わる相談に応
じ、適切な指導助言を行う。

人権推進課 相談件数は１６件、延べ１７件あり。主なものとしては
近隣トラブルや、職場でのトラブルなど。必要に応じ
て、関係機関との連携や適切な助言に努めた。

女性の悩みや相談には女性
職員が応じることにより、
利用者が、安心かつ容易に
利用できる相談体制づくり
に努めた。

相談窓口が最も身近な人権
救済窓口としてその機能が
発揮できるよう、誰もが安
心して相談できる体制づく
りや相談業務の適切な実施
に努める。また、複雑・多
様化する人権問題に対し
て、国・県・各専門機関と
の連携や協力を図りながら
適切な指導や助言を行って
いく。

登記・相続・
人権相談

法務大臣の委嘱による田辺部会
所属の人権擁護委員が相談員と
なって実施する。（旧田辺では
年４回、龍神年６回、中辺路・
大塔・本宮では各年２回実施）

人権推進課 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、４月～11月まで
中止。12月・１月開設。２月～３月まで中止となった。
旧田辺で１回、龍神１回、中辺路０回、大塔０回、本宮
１回開設をした。

特設相談では、相続・登記
に関する相談はよくある
が、人権相談は比較的少な
い。

市のホームページや広報田
辺のほか、ポスターの掲示
等を引き続き行い市民の方
に広く周知をしていく。

不登校児相談 不登校問題に関する相談窓口を
適応指導教室に設け、随時、電
話相談や面接相談を行う。ま
た、不登校児童生徒に対して
は、各学校との連携のもと適応
指導教室への通級指導や家庭訪
問等を行い対応する。

学校教育課 令和３年度適応指導教室通室生（２６名登録）の状態に
ついて在籍校と連携を密にしながら、学校支援や体験活
動を行った。

様々な問題を抱える児童生
徒が増加し、不登校の要因
も多様化しており適応指導
教室の役割がさらに重要に
なってきている。

令和４年度も継続予定。

女性電話相談 女性が抱える様々な悩みに、女
性相談員が電話で相談に応じる
「女性電話相談」を実施する。
（月曜日から金曜日（祝日を除
く）　午前９時～正午まで）

男女共同参
画推進室

令和３年度は54件の相談があった。相談者からは、人間
関係の悩み、配偶者・パートナーとの悩み、こころ・か
らだの悩みなどが寄せられ、問題の解決に向けて自己決
定ができるよう支援を行った。

悩みを誰にも打ち明けるこ
とができずに一人で抱え込
み苦しんでいる相談者に対
して、その傷ついた心を癒
すことができた。まず一歩
を踏み出すことができるよ
う相談者の気持ちに寄り添
いながら問題の整理をし自
己選択が、できるように支
援しているので、「一人ひ
とりが大切にされ、幸せを
実感できるまちづくり」へ
の貢献度は高いと思われ
る。

令和４年度も継続実施。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

市民法律相談 市民が抱える法的措置の可能な
相談について、法律専門家であ
る弁護士が具体的なアドバイス
や解決策を与える無料法律相談
を毎月、月曜（原則）に開催す
る。

自治振興課 実施回数44回（本庁36回、４行政局各２回）、相談件数
186件。

市民が専門家から法的解決
策を教わることができる便
利な制度である。

令和４年度も継続予定。

消費生活・市
民相談

多重債務や悪質商法、その他法
的措置の必要な市民生活に関わ
る相談ごとについて、市民が身
近に立ち寄ることのできる消費
生活・市民相談を実施し、市民
が抱えるそれぞれの課題を解決
できるように助言・指導等を行
う。

自治振興課 相談件数411件。（内訳：消費関係251件、相続関係18
件、離婚関係３件、多重債務関係２件、その他137件）

問題解決のための助言や情
報提供、啓発活動を行うこ
とにより、市民の意識高揚
やトラブル防止が図られ、
安全で安心なまちづくりに
寄与することができた。
相談窓口機能の更なる充実
を図るため、関係機関との
協力・連携を進めるととも
に、担当職員の能力向上に
努める必要がある。

令和４年度も継続実施。
また、担当職員の能力向上
を図るため、研修会への積
極的な参加に努める。

隣保館相談事
業

地域住民に対し、生活上の相
談・人権に関わる相談に応じ適
切な助言指導を行う。

南部･西部･
芳 養 セ ン
ター

毎月一回、和歌山県就職促進相談員による職業相談や市
の保健師による健康相談を実施した。地域住民から日常
生活においての相談、（市営住宅への入居や環境整備に
関すること、介護予防、ひとり高齢者世帯、福祉に関す
ることなど）に対応し、令和３年度は、コロナ禍によ
り、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、田辺
市地域経済持続化支援金の申請補助、新型コロナワクチ
ン予防接種の相談や、生活困窮による相談に対応し、相
談者の見守り支援を行った。

コロナ禍により、特別給付
金等の相談や、生活困難者
への支援、一人暮らしの高
齢者への支援、市営住宅入
居、介護予防、福祉の相談
では関係担当部署、各種関
係期間との連携を深め迅速
に対応し、巡回訪問、見守
り支援を行った。

令和４年度も継続し実施し
ていく。

一般健康相談 一般健康相談は、西部センター
（デイサービスセンター）、南
部センター、芳養児童セン
ター、地域の集会所等で定期的
に実施する。
健康増進課、行政局住民福祉課
では、電話及び窓口相談を平日
に随時実施する。

健康増進課 ・巡回型健康相談58回　延参加者数 　 222人
・窓口相談、電話相談（随時）　　　  840人
・各種イベント、教室、相談等　　　2,338人
内容：糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病
予防に関する相談や歯周疾患予防、骨粗鬆症予防、禁煙
相談や健康に関する相談等を実施した。

窓口相談・電話相談には、
保健師・管理栄養士とも随
時相談対応している。
巡回相談は定例的に実施し
ているが、参加者が固定し
ている。

今年度も継続実施。
関係機関との連携を図り参
加者数の拡充を図るととも
に内容の充実に努める。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

ひきこもり相
談

ひきこもり状態にある青年期の
若者及び家族の来所、訪問、電
話、メールでの相談を実施し、
本人や家族を支え社会参加を促
します。

健康増進課 基本的には家族相談は月１回、本人への定期相談は２週
間に１回、訪問は月１回～２回、関係機関や他課と連携
しながら実施した。
電話相談　　　　58件
来所面談　　　 114件
メール相談　　　７件
訪問　　　　　　48件
合計　　　　　 227件（相談実件数　32件）

専任の職員を配置し、随時
相談に対応できるような体
制を整えているが、相談に
繋がっているのは対象者の
一部であると思われる。関
係機関と定期的に検討会を
開催し連携を図っている。

対象者の内、ある程度把握
できる教育関係機関との連
携をさらに密にし、早期支
援につながる体制作りを強
化する。また、8050問題等
に対応しうる新しい資源の
構築に既存のネットワーク
を活用し取り組んでいく。

子育て相談 子育ての様々な悩みに対応す
る、子育て相談を実施する。
初めて親になった方が対象とな
る「すくすく教室」で心配ごと
相談を実施する。
乳幼児健診・相談時に個別に育
児相談を実施する。

健康増進課 育児相談件数 423件
育児教室（すくすく教室）実施回数 １回
　                      参加人数 ５人

すくすく教室は、日頃悩ん
でいることを共有し解消し
たり、仲間づくりの場にも
なっているが、R３年度は、
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止または縮
小しての実施となった。
子育て相談では、赤ちゃん
とのかかわりなど身近な相
談を気軽に受けてもらえる
よう努めている。

すくすく教室では第１子を
対象に案内を送付している
が、ハイリスク親子の教室
参加等を促す機会の検討や
個別での対応が必要であ
る。
電話相談では、限られた情
報で適切な助言ができたか
評価できないため、必要に
応じ訪問事業で対応してい
く。

家庭児童相談 家庭における子育ての悩みや問
題、また子ども達が安全･安心で
健やかに育つための環境づくり
について、家庭等からの相談の
受付、学校や児童相談所等関係
機関と連携した対応、その他調
査や面接及び訪問等により家庭
への支援を行う。

子育て推進
課

市民総合センター内の家庭児童相談室において、平日の
午前９時から午後５時まで家庭相談員が面接及び電話で
相談に対応。また、必要に応じて家庭訪問により家庭へ
の支援を行った。令和３年度相談受付人数は２４４人
（件）。

養育者の育児不安の解消
等、心理的な負担軽減がで
きた。また、児童虐待の相
談や通告に対し、関係機関
と連携し対応することがで
きた。

関係機関と連携をとりなが
ら、令和４年度も引き続き
相談業務の充実に努める。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

障害者相談支
援事業

障害児者、その家族および関係
者からの相談の窓口として、平
成２０年４月から「田辺市障害
児・者相談支援センター ゆめ
ふる」を設置し、障害の種別(身
体障害、知的障害、精神障害、
発達障害)に関係なく相談を受け
ることができる体制へと整備を
行った。
４法人(田辺市社協、ふたば福祉
会、やおき福祉会、県福祉事業
団)から担当者(相談支援専門員)
が常駐し、市民から気軽に利用
してもらえる窓口となるよう、
障害福祉室及び各法人が連携を
取り、運営に努めている。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

平成２５年４月からは相談支援事業及び西牟婁圏域自立
支援協議会の事務処理担当者を１人配置し、相談支援事
業担当者が相談に専念できる体制を整備している。
なお、行政局管内の在住者が気軽に相談ができるよう
に、月１回各行政局での相談日を設けている。
また、西牟婁圏域の相談支援体制の強化を図るため、令
和２年４月、地域生活拠点等整備の中核的な機関である
「基幹相談支援センターにしむろ」を設置し、「基幹相
談支援センター等機能強化事業」の専任を２名とし、
「障害者のための安心生活支援事業」の専任１名を配置
する他、24時間対応支援員を置く等、相談支援事業所の
役割強化や、障害者の自立に向けた１人暮らし支援等に
取り組んでいる。
令和３年度から西牟婁圏域が事業範囲となり、名称も
「にじのわ」に変更し、相談員も4名から8名に増員と
なった。

相談実績
Ｈ２９：９，２３７件
Ｈ３０：９，３０３件
Ｒ１　：９，０５５件
Ｒ２　：８，５９２件
Ｒ３　：８，９０１件

相談件数が高止まりしてい
る。令和2年度はコロナの影
響で相談件数が減少した
が、昨年度は再び増加に転
じた。教育・保育・高齢
者・貧困等、問題が複雑に
絡む困難ケースの受付も増
加。他部署で対応すべき相
談が、「にじのわ」に移行
されるケースもあり、相談
員の負担・及び難易度が増
加している。

Ｈ２９から障害福祉室に退
職職員の再雇用により、相
談支援事業に対応できる職
員が１名増加。障害者相談
支援事業の相談役を兼務。

自殺対策につ
いて

毎年度、街頭啓発の実施及び関
係団体などの支援を実施。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

・９月 自殺予防週間、３月 自殺対策強化月間に合わ
せた啓発活動
①市の広報紙及びＨＰやツイッター掲載による周知
②市内３ヶ所のスーパー等街頭で相談先チラシ、啓発物
品を配布
③自殺予防啓発図書コーナーの設置（たなべる）
④市庁舎及び市民総合センター玄関でのぼりの掲揚。
⑤田辺市自殺対策計画において、各課の進捗状況を把握
⑥自殺予防 自死遺族交流会（わかちあい和歌山うめの
花：県主催）開催支援。

啓発活動に係る予算が減少
し、限られた予算内での事
業実施となっている。

令和元年度、田辺市第1期自
殺対策計画を策定した。
自殺対策計画は全庁的な計
画であるが、各課の理解・
協力が得づらい。

・９月の自殺予防週間・３
月の 自殺対策強化月間に
合わせた啓発活動を実施
・田辺市自殺対策計画にお
いて、各課の進捗状況を把
握
・ゲートキーパー養成講座
開催。
・県主催の自死遺族交流会
（わかちあい和歌山うめの
花）の開催に協力。

こころの健康
相談

家庭・職場などで,人間関係やス
トレスによる様々な悩みや不
安、精神疾患など「こころの病
気」に関する相談を保健所と協
力し、実施する。

龍神行政局
住民福祉課

奇数月第2火曜日に開催。
実施回数　6回。
相談実施　延べ人員6人、実人員1人。
来所相談だけでなく、必要に応じて訪問でも対応してい
る。

精神疾患をもっている方
や、生きづらさを抱えてい
る方などの家族からの相談
が多い。
ここ数年相談者が固定して
おり、相談希望者が減少し
ている。

令和４年度からは、定期的
な相談を随時相談へと変更
する。相談者の状態に応じ
て、今後も保健所との連携
は図っていく。なお相談窓
口については、今後も周知
を行う。
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　　5．同和問題

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「同和問題」
啓発

「同和問題」を含めた研修会・
講演会等の実施に向けた検討を
行う。「同和運動推進月間」
等、啓発の機会をとらえて他の
人権課題とともに「同和問題」
についての啓発（資料提供）を
行う。

人権推進課 １１月１日～３０日の同和運動推進月間には、同和問題
に係る啓発物品の配布と共に街頭啓発を行った。

同和問題については、半世
紀以上にわたる、人権教
育・啓発活動により市民の
同和問題に対する理解は浸
透しつつあるものの、県内
においても依然として、行
政機関に対する同和地区の
問合せや、差別落書き、イ
ンターネット上における差
別的な書き込み等が発生し
ている。こうした中、田辺
市においても自らの問題と
捉え、今後もさらに啓発活
動を継続していくことが必
要となる。

令和４年度についても継続
して、同和問題について正
しい理解と認識を深めるた
めの研修を実施していく。

「住宅新築資
金等貸付金」
にかかる償還
業務

同和対策事業の一つである「住
宅新築資金等貸付金」について
の経緯や目的を正しく理解し
て、個人情報等の取扱いに細心
の注意を払いながら取り組む。

人権推進課 同和対策事業の一環として、居住環境の整備改善を図る
ために個人に貸付した資金の回収業務であり、貸付金は
２５年の償還となっている。滞納者については訪問や償
還指導を行い、貸付金の回収を行なった。長期に亘り貸
付金が回収できない場合は、法的手続や債権放棄など債
権の整理を検討していく。

２５年という償還期間は長
く、その間、借受人の中に
は、収入減、死亡・病気な
どにより貸付金滞納が発生
している。

生活が困窮している滞納者
については、分納も考慮
し、今後も粘り強く償還指
導を行っていく。

各学校での教
育活動、管理
職研修会、人
権教育担当者
会、初任者研
修

・児童生徒
田辺市教育委員会が策定してい
る「人を大切にする教育」の基
本方針を基に、人権教育の充実
を図るよう各学校・園に指導す
る。特に同和問題に関しては、
社会科を中心に教育活動全体を
通じて、正しい知識と認識を深
めるよう指導を行う。
・教職員
管理職研修会などを通して、
「人を大切にする教育」の基本
方針についての研修を深め、同
和問題を含めた人権教育の充実
を図るよう指導する。

学校教育課 児童生徒
・各学校において、「人を大切にする教育」の全体計画
を作成し、実情に応じて人権教育を推進した。
教職員
・令和３年５月から同年１１月にかけ、市内全幼稚園
（４園）及び小中学校（３９校）を定例訪問し、人権教
育を積極的に展開するよう指導した。
・人を大切にする教育主任・学習支援推進教員研修会
は、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、実施せ
ず「人権教育」については各校による研修を行った。

教職員の人権意識の向上を
図ることによって、より充
実した「人を大切にする教
育」を推進することができ
た。

令和４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

地域交流事業 地域住民を対象とした各種クラ
ブ活動、レクリエーション、教
養・文化活動等地域住民の交流
を図るために、生花教室、茶道
教室、健康体操教室、講演会な
どを実施する。

南部･西部･
芳 養 セ ン
ター

南部センター ：生花サークル・手話教室・健康体操教
室・グランドゴルフ教室・人権学習会・大津波避難訓
練・防災訓練・夏の子どもを守る運動懇話会・町内美化
運動などを実施した。
西部センター ：生花教室・編物教室・グラウンドゴル
フ教室・作品作り教室・人権学習会・教育講演会・健康
講座などを実施した。
芳養センター ：生花教室・着付教室・健康体操教室・
自主防災事業などを実施した。

令和３年度は昨年度に引き
続きコロナ禍の影響で、事
業を中止することもあった
が、その中で各教室、学習
会等の内容を変更、縮小す
ることで開催した。
大勢が参集する、文化祭や
講演会などの中止を余儀な
くされ、地域住民の交流の
場、生きがいの場づくりが
出来なかった。

出来る限り事業継続に努
め、コロナ禍ではあるが、
予防対策を講じ、創意工夫
して、事業を実施する。

　　６．女性の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種講座・講
演会等の啓発
活動

男女共同参画に関する各種講
座・講演会を開催し、誰もが個
性と能力を活かし、いきいきと
暮らしていける男女共同参画社
会の推進についての意識を啓発
する。

男女共同参
画推進室

○講座・講演会等を開催した。
・男女共同参画連絡会企画講座（１回開催、参加者32
名）
・女性相談支援に関する講座（２回連続開催、参加者延
べ34名）
・男女共同参画連絡会で１講座、男女共同参画推進員で
１講座の企画は行ったが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止となった。

男女共同参画に関する各種
講座・講演会を開催するこ
とにより、固定的な性別役
割分担意識の見直しや、
様々な分野の活動に男女が
共に参画することができる
男女共同参画意識の向上が
図られた。

令和４年度も継続実施。

審議会等委員
への女性の参
画促進

市役所各課における審議会等委
員会への女性比率目標を33％と
するとともに、女性委員のいな
い審議会等の解消に努める。

男女共同参
画推進室

令和４年３月末現在の田辺市の審議会等委員会における
女性比率は31.8％であった。

委員構成が充て職となって
いる場合は、その職に就い
ている女性が少ないことや
審議内容に関する知識・経
験を有する女性の専門家が
少ない。各種団体から推薦
される委員はその団体の会
長等役職者がほとんど男性
であるため女性の参画が進
まない、委員構成の固定化
などの問題点がある。

令和４年度も公募制度の導
入や、各種団体の役職者に
かかわらず女性の適任者を
推薦していただくなど、女
性の視点が市の施策等に反
映されるよう、引き続き女
性比率目標達成に向け取組
を推進する。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

Ｄ Ｖ や セ ク
シュアル・ハ
ラスメントを
防止するため
の啓発活動

ＤＶやセクシュアル・ハラスメ
ントを防止するための啓発活動
を行う。

男女共同参
画推進室

○ＤＶを防止するため啓発活動を実施した。
・男女共同参画啓発誌「ゆう」にＤＶに関する記事を掲
載した。（年３回発行）
・「女性に対する暴力をなくす運動期間」（11/12～
11/25）に当たり、スーパーマーケットやＪＲ紀伊田辺
駅前で街頭啓発をするとともに、「広報田辺」１１月号
にＤＶに関する記事を掲載した。
・ＤＶ被害に対する相談機関に関するリーフレットを
　案内カウンターに配置し提供した。
○セクシュアル・ハラスメントや性暴力を防止するため
啓発活動を実施した。
・チラシ等を案内カウンターに配置し提供した。
〇市の公式SNSのツイッター、フェイスブック等でも性
暴力防止や相談窓口の情報を発信した。

「女性に対する暴力をなく
す運動期間」にあたり、全
戸配布の「広報田辺」にお
いて記事掲載をすることに
より、人権侵害であるＤＶ
防止啓発についての認識を
広めることができた。

令和４年度も継続実施。

女性電話相談
（再掲P19）

女性が抱える様々な悩みに電話
による相談を実施する。（月曜
日から金曜日（祝日を除く）
午前９時～正午まで）

男女共同参
画推進室

令和３年度は54件の相談があった。相談者からは、人間
関係の悩み、配偶者・パートナーとの悩み、こころ・か
らだの悩みなどが寄せられ、問題の解決に向けて自己決
定ができるよう支援を行った。

悩みを誰にも打ち明けるこ
とができずに一人で抱え込
み苦しんでいる相談者に対
して、その傷ついた心を癒
すことができた。まず一歩
を踏み出すことができるよ
う相談者の気持ちに寄り添
いながら問題の整理をし自
己選択が、できるように支
援しているので、「一人ひ
とりが大切にされ、幸せを
実感できるまちづくり」へ
の貢献度は高いと思われ
る。

令和４年度も継続実施。

「第２次田辺
市男女共同参
画プラン」の
推進

田辺市における男女共同参画に
関する施策を総合的・計画的に
推進していくために、「第２次
田辺市男女共同参画プラン」に
基づいて、各施策の取組を推進
する。

男女共同参
画推進室

各課において男女共同参画社会の実現に向け、具体的施
策として掲げた個々の施策の推進に取り組んだ。また、
令和元年度の進捗状況を点検・評価することにより進行
管理を行った。

概ね男女共同参画プランに
沿った取組ができている。

令和４年度も継続実施。男
女共同参画に関する施策の
重要事項を審議する男女共
同参画懇話会からいただい
た意見を施策に反映させ
る。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

住民基本台帳
事務における
支援措置

ＤＶ、ストーカー行為等及び児
童虐待及びこれらに準ずる行為
の被害者に係る閲覧請求及び住
民票の交付請求並びに戸籍の附
票の交付請求に関して、被害者
の住所を探索することを防止し
保護する。

市民課 ＤＶ、ストーカー行為等及び児童虐待及びこれらに準ず
る行為の被害者に係る閲覧請求及び、住民票・戸籍附票
の交付請求に関して、加害者が被害者の住所を探索する
ことを防止し、保護する。

対象者が増加の傾向にあ
る。

保護対象者の住民票等の交
付については、今後もより
注意深く対応していく。

男女共同参画
を 進 め る 広
報・啓発活動
の推進

女性が活躍していることを広報
し、女性職員の割合を増やす。

消防総務課 ・女子学生等を対象とした職業説明会に参加した。（４
回）
・女子学生等を対象としたオンラインによる庁舎見学会
を実施した。（２回）
・女性消防吏員の活躍を積極的に情報発信するため、ポ
スター・リーフレットを活用し高等学校等に対する広報
を実施した。

広報の成果が現れてきてい
ると考えているが、女性も
活躍できる職場であるとい
うことがより浸透するよ
う、更に取組を推進する必
要があると考えている。

消防は、男性の職場という
イメージもある中、今後も
女性が活躍していることを
積極的に、広報・啓発をし
ていく。

女性消防団員
の火災予防啓
発活動、救急
講習活動等の
充実

女性の能力を生かした火災予防
啓発活動や救急講習活動等を実
施する。

消防総務課 救急講習　29回
防火指導、予防広報活動等　5回

※音楽隊の活動回数は除く。

消防団活動は、災害に直接
対処するだけでなく、高齢
者や地域社会に対する予防
活動も非常に重要であり、
女性消防団員の活躍が大い
に期待される。また、子育
てを経験した女性消防団員
が行う、子どもの予防救急
を含めた講習については、
より効果的なものになって
いると評価している。

令和３年度も継続
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　　７．子どもの人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

た な べ 人 権
フェスティバ
ル

子どもたちに人権の根幹となる
豊かな感性を育成するため、発
達段階に応じた子ども向けの
ミュージカル（就学前・小学生
低学年が主な対象）を開催す
る。

人権推進課 例年、紀南文化会館大ホールで開催していたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の為、オンライン配信にし、
自宅等で安心して親子で楽しく人権について学ぶ機会を
提供するが出来た。
・オンライン配信期間
　令和３年12月24日～令和４年１月11日
　ミュージカル「はだかの王様」
　視聴回数　YouTube206回、vimeo118回　延べ324回
また、オンライン配信した内容をDVD化し、市内保育園
等で貸出しを行った。
　DVD貸出数　１団体　20人

令和２年度に引き続き、オ
ンライン配信での開催で
あったが、コロナ禍の中で
も３密を避け、親子で安
心・安全に人権について楽
しく学べると大変好評で
あった。
１月頃から田辺保健所管内
の感染者数が多かったた
め、DVDの貸出し実績が増え
なかった。

子どもと保護者が楽しみな
がら人権を考える機会を提
供するとともに、演劇作品
を通じて『相手を想う心、
みんなが幸せに生きていく
ことの大切さ』を育むこと
ができるように、今後も継
続して事業を実施する。
令和４年度についても、感
染症対策が必要な状況であ
ることから、オンライン配
信形式での開催も検討する
必要がある。

体験活動の実
施

児童生徒の「豊かな心」の育成
と人権意識の向上を図る為に、
教育活動の中に体験的活動を積
極的に取り入れる。

学校教育課 市内全中学校２年生を対象に、職場体験学習又は、職業
講話などのキャリア教育を実施。市内殆どの小学校（５
年生）において宿泊体験を実施したが、新型コロナウイ
ルス感染症防止対策を行い、内容を工夫して取り組ん
だ。また各学校の実情に応じて、福祉体験活動及び自然
体験活動などを取り入れた。

新型コロナウイルス感染症
対策を講じた上で、様々な
体験活動を取り入れること
により、児童生徒に豊かな
心を育成することができ
た。また、体験活動を実施
する際には安全対策を充分
にとることが大切である。

令和４年度も継続実施。

体罰やいじめ
の根絶

児童生徒一人一人に対してより
きめ細やかな指導ができるよう
各学校に指導する。

学校教育課 ・校長会、教頭会、また学校訪問等を通じて、体罰の厳
禁、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応につい
ての指導を行った。
・各学校で作成した「学校いじめ防止基本方針」に則
り、いじめ防止の取組を進めた。

体罰やいじめ根絶の指導を
重ねることで、学校全体の
協働体制の重要性の意識が
高まった。

令和４年度も継続実施。

日本語指導助
手による児童
生徒への学習
支援

外国出身または家庭で親の母語
を使って育つことにより、日本
語習得が十分にされないまま小
学校に入学する児童に対して、
日本語指導助手による支援を図
り学習の保障を行う。また、学
校生活への不安や戸惑いの軽減
につながるよう担任との連携を
図る。

学校教育課 対象児童の数名が中学校へ進学したことにより、日本語
指導助手による支援についても、小・中学校で実施し連
携を図りながら、系統的な学習支援を行った。

就学前において児童の育っ
てきた環境等により、日本
語の習得に差があり、また
中学校に進学した生徒に関
しては、個々の積み上げが
異なるため、学習の保障を
個々に充実させるには、支
援する助手の数が少ない。

対象児童の進級・進学に併
せて、日本語指導助手によ
る支援について、令和３年
度も小中学校での実施を行
う。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

子育てしやす
い環境づくり

安心して子どもを生み育てやす
い環境を整え、子どもを心身と
もに健やかに育てるため、思春
期、妊娠期から子育て期に健
診・相談・健康教育等の事業を
実施する。

健康増進課
・田辺市一般不妊治療費助成事業　39件
  田辺市特定不妊治療費助成事業　62件
・田辺市妊婦健康診査費助成事業　 107件
・マタニティスクール、パパママ教室参加者 23人
・妊婦訪問、こんにちは赤ちゃん事業（新生児訪問・産
婦訪問含む）、乳幼児訪問、未熟児訪問 延べ訪問件数
877件
・乳幼児健診・相談  2,544人
・育児教室　実施回数 １回　参加人数５人
・予防接種事業　延べ接種人数　11,250人
・５歳児アンケート回収人数 518人
・５歳児発達相談実施回数 7回　参加人数 47人

子どもの出産を望む夫婦に
対し、費用を助成すること
で、不妊治療を受けやすい
環境づくりを図ることがで
きた。こんにちは赤ちゃん
事業は全戸訪問を目指し、
訪問率は９割を超えている
が、依然として訪問できな
い家庭がある。健診・相談
事業では、子どもの健やか
な発達を促し、病気や障害
の予防と早期発見、早期療
育のため、受診率、接種率
向上に努め、高い受診率を
得られた。
妊婦健診に係る経済的負担
の軽減を図ることで、妊婦
の健康管理を充実すること
ができた。
発達等に課題のある児童の
相談体制や就学に向けての
支援を全５歳児を対象に実
施できた。
妊婦教室や育児教室はR３年
度は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、中止や
縮小しての実施となり、前
年度よりも実施回数や参加
人数は減少した。

特定不妊治療については、
令和４年度から医療保険の
適応となったため、新規の
助成は終了となる。
一般不妊治療費助成事業に
ついての周知に努める。こ
んにちは赤ちゃん事業の訪
問率向上に努める。
虐待予防の観点から、訪問
等で健診未受診者の状況把
握に努める。
発達等に課題のある児童の
相談体制や就学に向けての
支援を充実していく。
妊婦教室や育児教室につい
ては、今後も新型コロナウ
イルス感染状況により中止
や縮小での実施となる。ハ
イリスク妊婦・親子に対し
ての支援方法について検討
していく必要がある。

児童問題対策
地域協議会の
設置運営

児童問題対策地域協議会におい
て、児童虐待に関する情報交
換、関係機関の連携・協力体制
の推進、児童虐待防止啓発等を
行う。

子育て推進
課

代表者・実務者・個別ケース検討の各会議を開催し、要
保護児童と家庭の支援について協議・検討した。
また、同会主催で児童虐待防止推進月間に合わせ、11月
2日に市内4か所で街頭啓発を実施した。

児童虐待防止のため、協議
会のさらなる活用と、児童
虐待防止啓発を進めていく
必要がある。

庁内関係部署及び関係機関
等と連携をとりながら、令
和４年度も引き続き児童虐
待防止及びその啓発に努め
る。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

第２期「田辺
市子ども・子
育て支援事業
計画」に基づ
いた施策の推
進

少子高齢化の進行等により子育
て環境が大きく変化しているこ
とから、社会全体で子ども・子
育てを支援する新しい支えあい
の仕組みを構築する必要があ
り、田辺市では計画を策定。令
和２年度からは第２期計画に基
づき、個々の事業の推進状況の
点検・評価を行うことによって
効果的な事業実施を進める。

子育て推進
課

令和２年度から５年間を期間とする第２期田辺市子ど
も・子育て支援事業計画に基づき各課が実施した事業に
ついて、担当課が評価・検証を行った。各事業の進捗状
況については「田辺市子ども・子育て会議」にて報告
し、審議した。

毎年度計画事業の見直しと
ともに、評価・検証を行っ
ている。

令和４年度も継続して、事
業の拡充を図る。

児 童 館 活 動
（地域活動を
推 進 す る 活
動）

地域ぐるみで子どもを守り育て
る活動・ネットワークづくり
を、学校や隣保館、地域の各種
団体と連携して推進し、児童館
が中心的な役割を果たしてい
く。また、子どもクラブ等の活
動の支援とリーダーの育成に取
り組む。

田辺市児童
館

令和３年度はコロナウイルス感染症の影響で、事業につ
いて中止、期間を短縮、規模を縮小などした。
（末広）なんぶフェスティバルの開催：中止、夏の子ど
もを守る運動懇話会の開催、夏の巡回補導の実施：中
止、田二小校内バスピン大会への協力 、子どもみらい
子育てのつどい：中止、六者会議(保育所､小学校､中学
校､隣保館､公民館､児童館)。
（天神）関係者会議(保育所､認定こども園､小学校､中学
校､児童館)、教育講演会「不登校生徒へのよりそい方」
等の実施。児童館まつり・西部人権の集いは中止。
（芳養）児童館まつりの開催：中止。

・例年、地域にある隣保
館、公民館、学校等の施設
と連携し、町内会や関係団
体等と協働して「児童館ま
つり」、「なんぶフェス
ティバル」、「夏の子ども
を守る運動」等を実施して
きたが、令和３年度はコロ
ナウイルス感染症の影響か
ら中止した。コロナウイル
スの影響で中止した事業は
多かったが、地域の拠点と
して児童館が中心的な役割
を果すことには変わりな
く、コロナ禍であっても関
係機関と連携しながら地域
における子どもを育成する
事業を実施した。引き続
き、事業の充実を図るとと
もに、地域活動には不可欠
なリーダーの育成に努める
ことが重要である。

・先ずは、コロナ禍で中止
した事業の早い時期での再
開を目指し、児童館活動に
より地域住民、世代間交流
が活発になるよう、子ども
クラブ等の地域活動を支援
し、併せてリーダーの育成
に取り組む。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

児 童 館 活 動
（子どもを育
成する活動）

異年齢の子どもによる集団遊び
や各種活動等を通して、子ども
の協調性や社会性を育成すると
ともに子どもたちが命を大切に
することを学び、人を思いやる
心が育まれるよう努める。

田辺市児童
館

・子どものニーズに加え保
護者のニーズをも把握し、
三館でそれぞれ実施した事
業を検証し、各地域（館）
に合った魅力ある事業を展
開していく。

・児童館だよりの発刊や、
ホームページ等で校区全体
並びに田辺市内に情報を発
信することにより、多くの
子どもが児童館活動に参加
し、子どもが安心して遊べ
る「居場所」として認知さ
れている。
　しかしながら、令和３年
度はコロナウイルス感染症
の影響から、放課後や土曜
日の定例活動、休日のイベ
ント等について制限され、
例年に比べ事業への参加者
数や館の利用者数が減少し
た。また、少子化や学校週
５日制に伴い放課後の時間
が短くなったことや、日常
生活での行動の多様化によ
り、利用者が減少傾向にあ
り、特に中学生の利用につ
いては、クラブ活動や塾通
い等の理由から、小学生に
比べてその傾向が顕著に表
れている。
　児童館の主な事業対象
は、以前は館の所在する小
学校区、中学校区に限られ
ていたが、現在では他校と
の交流事業の実施や、他地
域からの教室、事業への参
加についても積極的に取り
組んでおり、更なる充実の
ため、地区公民館や各種団
体との連携した取り組みが
必要である。

令和３年度はコロナウイルス感染症の影響で、事業につ
いて中止、期間を短縮、規模を縮小などした。
【野外活動】(末広）夏野菜づくり：中止、わくわくお
泊り体験会の実施、中学生クラブキャンプ：中止、野外
福祉学習：中止、消防体験会：中止。（天神）防災学習
(避難訓練)。
【スポーツ活動】（天神）ミニバスケット教室：中止。
（芳養）ちびっこ角力大会：中止、運動教室：中止、子
どもクラブマラソン大会。
【文化活動】（末広）七夕飾り付け：中止、おやつ作
り、工作教室、なんぶフェスティバル：中止、外国の文
化にふれよう：中止（天神）工作教室、生け花教室、英
語で遊ぼう等は実施。児童館まつり・あそび広場・月見
だんご作りは中止。（芳養）料理教室：中止、七夕飾り
付け：中止、児童館まつり：中止、茶道教室、おり紙教
室、チャレンジ教室。
【学習活動】（末広）計算教室、国語教室、英語であそ
ぼう等の実施、中学生クラブ：中止。（天神）学びの部
屋、土曜クラブ（牟婁保育所訪問）。
【広報活動】（３館）児童館だよりの発刊、田辺市ホー
ムージ掲載、各種案内チラシ。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

児 童 館 活 動
（子育て家庭
を支援する活
動）

子育ての中で悩みや孤立感を感
じる保護者に対して、教育相談
を行う。また、子育て講座を実
施し、家庭教育の充実を図ると
ともに関係機関と連携し、子育
て家庭を支援する活動を行う。
また、乳幼児と保護者を対象に
した「おやこのへや」を児童館
内に開設し、子どもが安心して
遊べる場、子どもや保護者の交
流の場を提供する。

田辺市児童
館

令和３年度はコロナウイルス感染症の影響で、事業につ
いて中止、期間を短縮、規模を縮小などした。
（３館）乳幼児と保護者を対象に「おやこのへや」を開
設。
（末広）教育相談日を月２回実施。
（天神）おはなし会(読み聞かせ)、親子リトミック、親
子工作教室、「ふれあい音もだちコンサート」等を実
施。親子バスツアーについては中止。
（芳養）教育に関する相談を随時実施、おはなし会(読
み聞かせ)：中止。

・教育相談については、家
庭訪問や担任及び保護者と
の話し合いなど、３館それ
ぞれの手法で実施し成果を
挙げることができたが，子
育て講座や子育て家庭を支
援する活動については、新
型コロナウイルス感染症の
影響から十分な取り組みは
できなかった。就学前の乳
幼児と保護者を対象にした
「おやこの部屋」、「フ
リースペースちびっこ」
は、数少ない屋内の居場所
として、また子育て中の保
護者同士の交流の場として
年々利用者も増加傾向に
あったが、令和３年度はコ
ロナウイルス感染症の影響
から利用についての様々な
制限が設けられたことか
ら、利用者も減少した。し
かし、感染予防対策を講じ
規模を縮小しながらも実施
を続けてきたことで、コロ
ナ禍以前の状況に戻りつつ
ある。この状況を維持して
いき、更なる利用促進に向
け、３館連携して取り組ん
でいく必要がある。

・教育相談や子育て講座に
ついては、学校、担任とも
連携し実施していく。「お
やこの部屋」等について
は、コロナの先行きが不透
明な状況にはあるが、引き
続き感染対策を講じなが
ら、３館全て利用してみた
いと思っていただけるよう
な、それぞれの館が魅力の
ある、オープンな居場所づ
くりをめざし取り組んでい
く。

児 童 館 活 動
（人権教育総
合推進事業）

校区全体を視野に入れ、子ども
の基礎学力向上、基本的生活習
慣の確立、進路の保障や地域で
子育てを支援するための取り組
みを推進する。

田辺市児童
館

（末広）人権教育講演会：中止、学校訪問の実施、担任
の先生との交流会：中止。
（天神）「関係者会議」の充実（要支援の必要な児童生
徒への対応協議）、子育て教室、西部サマーキャンプ等
の実施。親子料理教室は中止。

・地区の子どものみなら
ず、現在の子どもが抱える
課題（学力課題・生活課題
等）について、校区全体を
含め取り組みを行った。子
ども自身だけでなく、親自
身の生活との関わりも大き
く影響されることから、家
庭の課題についても引き続
き働きかけていく必要があ
る。

・子どもと家庭を取り巻く
環境が大きく変化している
現状を捉え、関係機関等と
の連携をより密にし取り組
みを進める。
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　　８．高齢者の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

住民バス運行
事業の再編整
備

過疎地（公共交通不便地域）に
おける、交通弱者等の日常生活
の利便向上を図ることを目的
に、地域住民の交通手段の確保
に努める。

企画広報課 幹線道路は民間路線バス、各行政局管内の交通空白地に
ついては、住民バス（市町村運営有償運送）により支線
を運行し、幹線を運行する路線バスへ接続することによ
り、交通弱者等の日常生活に必要不可欠な交通手段を確
保している。
住民バスについては、地域住民の要望に応じて運行内容
を拡充し、また、平成２６年４月以降の民間路線バス事
業の再編により、廃止となった路線について、その必要
性について関係者と協議し、運行内容を検討した上で、
住民バスによる代替運行を実施している。
また、令和元年度に策定した田辺市地域公共交通網形成
計画に基づき、各地域における路線バスや住民バスの運
行実績等を取りまとめた地域カルテを用いて、地域に存
在する輸送資源の再確認や提案、質疑応答等の意見交換
会を行った。

平成２５年１０月に市内を
運行する民間路線バス事業
者から大幅な減便、廃止を
含む事業再編計画が示さ
れ、平成２６年４月以降、
平成２９年９月末まで減便
や廃止を含めた運行見直し
が進められた。
こうした中、平成２６年度
に田辺市公共交通再編計画
を策定し、この計画に基づ
き各地域の交通体系の具現
化に向けた取組を進めた。
利用者数の減少、乗務員不
足等により、今後も民間路
線バス事業の厳しい状況が
続けば、事業の縮小によ
り、更なる交通不便地域の
拡大が懸念される。

令和２年11月に改正された
地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律に基づ
き、新たに地域公共交通計
画を策定し、既存の公共交
通サービスを最大限に活用
する取組を進めるととも
に、サービスを総合的に捉
え、改善や充実に向けた取
組を進めるため、各交通
モードの整理や分析を行
う。

隣 保 館 デ イ
サービス事業

障害者及び高齢者等の自立を助
長し生きがいを高めるために、
創作・軽作業、日常生活訓練等
を行う。

南部･西部･
芳 養 セ ン
ター

隣保館デイサービスセンターに設置しているヘルストロ
ンや健康器具を利用した機能回復訓練、高齢者の歩行訓
練を実施した。
南部センター：南部デイクラブ（月１回介護予防のため
の講座）事業を実施した。
西部センター：高齢者の福祉の増進を図るための高齢者
訪問事業や介護予防のための教室やＤＶＤによる健康講
座を開催した。

隣保館デイサービスセン
ターの利用は広報啓発等に
より多くの方に周知するこ
とができているが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響
から、デイサービスセン
ターの臨時閉館や、利用者
の制限を行った。その影響
から、健康づくり、生きが
いづくり、交流の場が少な
くなったが、新しい生活様
式に沿って利用していただ
いた。

令和４年度も、新型コロナ
ウイルス感染症対策を講じ
た上での開館となるが、健
康づくり、生きがいづくり
の場を引き続き提供する。

都市計画マス
タープランに
基づいた施策
の推進

「田辺市高齢者保健福祉計画」
及び「県の福祉のまちづくり条
例」を考慮した都市計画マス
タープランを令和元年7月に改定
した。都市計画事業において計
画段階からバリアフリーを盛り
込む。

都市計画課 田辺市都市計画マスタープランに基づく、道路・公園等
の具体的な都市計画事業の推進。

このマスタープランにおい
て、バリアフリー・ユニ
バーサルデザイン・市民参
画等に配慮した都市計画を
進めていく方針付けを行っ
ている。

今後も引き続き、この田辺
市都市計画マスタープラン
に基づき、道路等の具体的
な都市計画事業を推進して
行く。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

建 築 物 の 設
計、改修等

建築物の計画、改修時に「田辺
市高齢者保健福祉計画」及び
「県の福祉のまちづくり条例」
に基づきバリアフリー化を推進
する。

建築課 新庁舎等に際して、「県の福祉まちづくり条例」に基づ
き、設計及び工事を行っている。
また多目的トイレの設計・施工にあたっては、福まち条
例を上回る回転半径（1500⇒1800）の設定や、自動ドア
の設置などに取り組んでいる。

条例によって、届出義務の
ある建物は、条例の設計指
針に基づき設計を行い届出
を提出しています。それ以
外の建物も、可能な限り、
条例の設計指針に基づき設
計を行い、新築、改修を
行っております。

新築、改修時の条例の設計
指針に基づく設計だけでな
く、既存の建物も「県の福
祉のまちづくり条例」に基
づいた改修を行っていくよ
うに、各施設管理者と打ち
合わせて行く。

田辺市高齢者
障害者虐待防
止ネットワー
ク委員会の開
催

地域包括支援センターの業務で
ある権利擁護事業の中で、養護
者による高齢者虐待の防止、養
護者による虐待を受けた高齢者
の保護及び養護者に対する支援
を適切に実施するため、関係機
関と連携し、高齢者・障害者虐
待防止ネットワーク委員会を開
催する。

やすらぎ対
策課

新型コロナウイルス感染症感染対策を行ったうえで、
11/24に委員会を開催。個別ケース検討会の開催はな
かった。

対応の施策に関して庁内の
関係各課の他、警察、介護
事業所、医療機関などの関
係機関との連携ができてき
ている。養護者支援として
の保健所への協力依頼も行
いつつ、虐待ケースの対応
後の定期的なモニタリング
も行い、必要に応じ終結を
するようにしている。

令和４年度も必要に応じて
開催の予定。個別の事例に
ついても、定期的にモニタ
リングを行っていく。

高齢者の生き
がいと健康づ
くり推進事業

高齢者が家庭・地域等社会の各
分野で、豊かな経験と知識・技
能を生かし、高齢者の生きがい
と社会参加を促進するため、各
老人クラブ連合会と委託契約を
結んで老人クラブの活動を基本
に実施する。

やすらぎ対
策課

旧田辺市については連合会及び地区毎に、旧町村につい
ては連合会毎に下記の事業を実施した。

・グラウンドゴルフ大会9回 　計　367名参加
・地区探訪　1回　33名
・ボウリング大会1回　19名参加
・手芸教室4回　計56名参加
・クラフトテープ教室3回　48名参加
・フラワーアレンジメント1回　62名参加

高齢者の生きがいと健康づ
くりには欠かせない事業で
ある。
事業については、趣向を凝
らした取組が行われ継続実
施している事業が多い。

令和４年度も継続

紙おむつ等購
入費支給事業

要介護１～３に認定され、かつ
常時失禁がある等、紙おむつ使
用の必要性が認められる市民税
非課税世帯に属する要介護者を
現に在宅で介護している家族等
に紙おむつ等購入費を支給す
る。

やすらぎ対
策課

延べ２３４件、４，４５１，０６２円支給。 高齢者とその家族の身体
的、精神的、経済的負担を
軽減できたと思われる。

令和４年度も継続

家族介護用品
購入費支給事
業

要介護４または５に認定されて
いる市民税非課税世帯に属する
要介護者を現に在宅で介護して
いる家族等に介護用品購入費を
支給する。

やすらぎ対
策課

延べ１９０件、７，８５８，４２５円支給。 高齢者とその家族の身体
的、精神的、経済的負担を
軽減できたと思われる。

令和４年度も継続
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

家族介護慰労
金支給事業

要介護４または５に認定され、
市民税非課税世帯に属する在宅
の要介護者が、過去１年間介護
サービスを受けなかった場合
に、現に介護している家族に慰
労金１０万円を支給する。

やすらぎ対
策課

１００，０００円×１名＝１００，０００円支給。 当該家族の身体的、精神的
及び経済的負担の軽減、要
介護高齢者の在宅生活の維
持及び向上が図れたと思わ
れる。

令和４年度も継続

安心安全コー
ルサービス事
業

市内のひとり暮らしの高齢者及
び重度身体障害者に対し、緊急
通報装置を貸与することによ
り、急病又は災害等の緊急時に
迅速かつ適切な対応を図り、看
護師及び保健師が常駐するコー
ルセンターが24時間体制で健康
相談を受け付ける。

やすらぎ対
策課

市内のひとり暮らしの高齢者及び身体障害者に対し、緊
急通報装置を貸与することにより、急病又は災害等の緊
急時に迅速かつ適切な対応を図った。
緊急通報装置は、利用者が緊急ボタンを押すことにより
コールセンターに通報され、必要に応じ消防署へ連絡さ
れる。

ひとり暮らしの高齢者等
が、安心して生活が送れ
る。

令和４年度も継続

徘徊高齢者家
族支援サービ
ス事業

徘徊行動が認められる認知症高
齢者を介護する家族に対し、徘
徊高齢者が徘徊した場合に早期
発見できるシステムを利用し、
その居場所を伝えることで事故
を未然に防止し、家族の身体
的・精神的負担の軽減を図る。

やすらぎ対
策課

徘徊行動が認められる認知症高齢者を介護する家族に対
し、徘徊高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシステ
ムを利用し、その居場所を伝えることで事故を未然に防
止し、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
徘徊高齢者が探索器を所持することにより、現在位置が
確認できる。

介護する家族の身体的・精
神的負担が軽減されてい
る。

令和４年度も継続

田 辺 市 シ ル
バー人材セン
ター運営費補
助金の交付

高齢者の方々が長年培ってこら
れた知識・経験・技能を活か
し、福祉の受け手ではなく、地
域社会の担い手としていきいき
と働く、あるいはボランティア
活動をはじめ、様々な社会活動
の参加につなげるために補助金
を交付する。

やすらぎ対
策課

シルバー人材センターでは、定年退職後、常用雇用は望
まないが、自己の労働能力を活用することにより収入を
得るとともに、自らの生きがいの充実、社会参加を希望
する高齢者に対し、臨時的かつ短期的な仕事を組織的に
提供している。また、高齢者の方々が長年培ってこられ
た知識・経験・技能を活かし、福祉の受け手ではなく、
地域社会の担い手として生きいきと働く、或いはボラン
ティア活動を始め、様々な社会活動の参加につなげてい
ただいている。本部を始め、各行政局管内の支部に対す
る運営費補助を行った。

シルバー人材センターで
は、合併後は、各管区内に
支部を設け、地域住民の
方々に対し、安心して支援
を依頼していただけるよう
努めていただいている。

令和４年度も継続

田辺市徘徊高
齢者見守りサ
ポート事業

増加が予想される認知症徘徊高
齢者の事故を出来る限り防止す
るため、徘徊高齢者の家族等か
ら当該高齢者の写真や特徴を登
録してもらい、行方不明時の捜
索が円滑に出来るよう、見守り
サポーターとして登録いただい
た住民の方に写真等データを送
信する。

やすらぎ対
策課

徘徊高齢者の生活の安全を確保するとともに、家族等の
身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図る。

・田辺警察、消防本部との
協議
・見守りサポーターの養成
・個人情報の管理

令和４年度も継続
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市長寿プ
ラン２０２１
に基づいた施
策の推進

高齢者が住み慣れた地域で支え
合い、自分らしく安心して暮ら
し続けられる地域社会の実現の
ため、次の取り組みを推進す
る。
１．「地域の特性」を生かした
高齢者を支えあう仕組みづくり
２．介護者への支援
３．いきがいあるくらしへの支
援
４．就業等の支援
５．健康づくりと介護予防の推
進による健康寿命の延伸
６．認知症高齢者への支援体制
の充実
７．地域包括支援センターの機
能の充実
８．介護保険サービスの提供と
基盤整備
９．介護保険サービスの質の向
上及び適正化の推進
10．自立生活への支援（介護保
険外サービス）
11．在宅医療・介護連携推進事
業の推進
12．高齢者の権利擁護の推進
13．安全で暮らしやすく、災害
につよいまちづくりと住まいへ
の支援

やすらぎ対
策課

田辺市長寿プラン２０２１に基づき、上記事業をはじめ
高齢者福祉施策の総合的な推進に取り組んだ。

今後も続く高齢化の進行に
伴い、医療ニーズの高い高
齢者や重度の要介護者の増
加に加え、単身や高齢者の
みの世帯の増加への対応が
課題となっている。

令和３年３月に策定した次
期３カ年（令和３年～令和
５年度）の計画「田辺市長
寿プラン２０２１」に基づ
き本市の高齢者福祉施策の
推進を図るとともに、安定
した介護保険制度の維持を
図る。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

高齢者の総合
相談業務

高齢者が長年住み慣れた地域で
いきいきとした生活が継続でき
るように、保健師・社会福祉
士・主任介護支援専門員がそれ
ぞれ医療、福祉、介護の専門職
としての知識・技術を生かしな
がら高齢者やその家族に関する
相談に対して総合的に応じてい
る。５ケ所の日常生活圏域ごと
に設置している「地域型地域包
括支援センター」を中心に、
「在宅介護支援センター」をブ
ランチ（窓口）として、総合的
な支援を実施する。

やすらぎ対
策課

相談に対し、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、継
続的にフォローするとともに、必要に応じて権利擁護事
業・介護予防ケアマネジメント・包括的継続的マネジメ
ント事業に繋げることで、高齢者の安心できる生活を支
えている。
令和３年度の相談件数：１，３９９件

高齢者世帯・認知症高齢者
の増加に伴い、介護相談と
ともに認知症高齢者や権利
擁護に関する相談件数が増
加。成年後見制度の利用促
進など高齢者の意思を尊重
しつつ、より良い終末期を
迎えるための支援の必要性
が高まっている。さらに専
門職種の確保が課題。

地域型地域包括支援セン
ターと連携を行いながら継
続して実施する。また相談
支援の経験を重ねることで
それぞれの職員の資質向上
を図るとともに、関係機関
との連携を図っていく。

成年後見制度
利用促進にむ
けた取り組み
（田辺市成年
後見制度利用
支援・あんし
ん生活支援事
業）

単身や認知症等による判断能力
の低下に伴い支援を必要とする
高齢者が、住み慣れた地域でで
きる限り生活を続けることをめ
ざし、本人の自己選択を尊重
し、状況に応じたさまざまな資
源を活用するために、成年後見
制度の周知や啓発、相談支援な
ど成年後見制度利用促進基本計
画（市町村計画）に位置づけら
れている中核機関の設置・協議
体の設置による高齢者の権利を
護る体制を整備する。また、家
族や親族からの支援が期待でき
ない高齢者の入院（入所）時の
保証機能や生活支援や、将来直
面しうる死後の準備などリスク
の予防に努める事業を実施す
る。

やすらぎ対
策課

令和３年度 権利擁護センターたなべにおける相談実績
１１２件
申立て支援　９件
あんしんネットワーク連絡協議会　２回開催

支援が必要な高齢者が多い
が、成年後見制度の周知が
進んでいないために、本人
の判断能力に応じた十分な
支援が行えておらず、組織
的な体制整備が十分でな
い。
家族や親族からの支援が期
待できない高齢者の入院や
入所の際に、金銭管理や身
の回りの支援、身元保証や
医療同意が問題になること
が、制度的な整備が不十
分。福祉部門だけで解決で
きる課題ではなく、医療機
関や施設、医療・介護・法
律などの関係団体との協議
や調整などが行えるネット
ワークを構築していく必要
がある。

成年後見制度利用促進計画
（市町村計画）に権利擁護
センターたなべを中核機関
として、位置づけられるよ
う関係機関との協議を深め
るとともに、相談機関とし
ての役割を果たしていける
ように体制強化を図る。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

一人暮らしの
高齢者等の緊
急通報システ
ムの運用

市内の一人暮らしの高齢者及び
身体障害者から、火災や救急等
の緊急時における通報を受診す
るとともに、迅速かつ適切な対
応を図る。

警防課 令和３年中の状況　契約者　５６７名
契約者内訳
田辺市安心安全コールサービス事業　１８５名
旧緊急通報システム　３８２名
※契約者数は、旧システムから田辺市安心安全コール
サービス事業に移行中のため、重複している契約者がい
ます。

１　火災出動　　０件
２　救急出動　１５件（搬送１２件・不搬送３件）

運用上で特に問題や課題は
ない。

令和４年度以降も継続
※令和４年２月に、旧シス
テムから田辺市安心安全
コールサービス事業に、移
行を完了しています。

　　９．障害のある人の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

道路開設・改
良工事におけ
る歩行者の安
全な通行の推
進

市道改良工事にあたり、側溝・
歩道等の段差解消・滑り止め施
工等、歩行者の安全を図る。

土木課 歩行者がより安全・安心して通行することが出来るよう
に、維持修繕として鋼製蓋等による滑り止めの設置、が
たつきの解消、破損蓋の交換等、また、老朽が進んだ側
溝等には改良工事などにより蓋付側溝の設置等の対応を
行った。また、平成29年度に人権擁護連盟、障害福祉室
と共に市街地（紀伊田辺駅を中心として）のバリアフ
リー化実地調査を行い、改善に努めた。

施工できた箇所について
は、一定の効果があったと
考えている。認定市道が約
１３５０kmあり、それに付
随する側溝以外の排水路も
多々あり限られた予算で
は、一気に解消できない状
況である。

昨年に引き続き、歩行者が
より安全に通行できるよう
修繕箇所については迅速に
対応、また、改良工事箇所
については要望箇所を担当
職員が現場を確認し、計画
的に予算化して取り組んで
行く。

都市計画マス
タープランに
基づいた施策
の推進（再掲
P32）

「田辺市高齢者保健福祉計画」
及び「県の福祉のまちづくり条
例」を考慮した都市計画マス
タープランを令和元年7月に改定
した。都市計画事業において計
画段階からバリアフリーを盛り
込む。

都市計画課 田辺市都市計画マスタープランに基づく、道路・公園等
の具体的な都市計画事業の推進。

このマスタープランにおい
て、バリアフリー・ユニ
バーサルデザイン・市民参
画等に配慮した都市計画を
進めていく方針付けを行っ
ている。

今後も引き続き、この田辺
市都市計画マスタープラン
に基づき、道路等の具体的
な都市計画事業を推進して
行く。

建 築 物 の 設
計 、 改 修 等
（再掲P33）

建築物の計画、改修時に「田辺
市障害者計画」並びに「田辺市
障害福祉計画」及び「県の福祉
のまちづくり条例」に基づきバ
リアフリー化を推進する。

建築課 新庁舎等に際して、「県の福祉まちづくり条例」に基づ
き、設計及び工事を行っている。
また多目的トイレの設計・施工にあたっては、福まち条
例を上回る回転半径（1500⇒1800）の設定や、自動ドア
の設置などに取り組んでいる。

条例によって、届出義務の
ある建物は、条例の設計指
針に基づき設計を行い届出
を提出しています。それ以
外の建物も、可能な限り、
条例の設計指針に基づき設
計を行い、新築、改修を
行っております。

新築、改修時の条例の設計
指針に基づく設計だけでな
く、既存の建物も「県の福
祉のまちづくり条例」に基
づいた改修を行っていくよ
うに、各施設管理者と打ち
合わせて行く。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

社会体育施設
の バ リ ア フ
リー化に向け
た整備

市内の社会体育施設において、
障害者が車椅子での利用が出来
るように、スロープ等、可能な
限り施設の整備充実を図る。

スポーツ振
興課

社会体育施設について、施設のバリアフリー化について
の検討、整備を行っている。

施設整備にあたっては、障
害者が車椅子での利用が出
来るなど、ユニバーサルデ
ザインやバリアフリー化に
留意し、障害のある方が利
用しやすい施設整備に努め
た。

整備を行った施設におい
て、実際の利用者の声を聞
きながら、他の施設も含め
て改良、整備等を進める。

障害者週間に
あわせた街頭
啓発活動

障害者週間中（１２月３日から
９日）に、自動車を使った街頭
宣伝活動を行うとともに、障害
者施設が作った啓発グッズ等を
設置し、障害者に対する理解を
深めてもらう活動を行う。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

令和３年１２月３日から９日に、市内スーパー等（田辺
市３箇所）の協力を得て、コロナ対策として無人の啓発
コーナーを設置いただき啓発グッズ等を設置し実施し
た。

障害者団体との連携を大切
にし実施している。
障害者団体の会員減少、高
齢化により街頭啓発が困難
になってきている。

令和４年度は、障害者等用
駐車スペースの適正利用を
呼び掛ける内容で実施予
定。

福祉的就労の
場である就労
継続支援、就
労移行支援を
利用する障害
者に対する支
援事業

本支援事業を利用する障害者に
対して、就労意欲の向上、個人
負担の軽減のため、通所にかか
る交通費と利用者負担の一部を
補助する事業を実施する。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

令和３年度においても、通所にかかる交通費と利用者負
担の一部を補助する事業を実施した。

障害者の就労意欲の向上、
負担の軽減につながってい
る。

補助を継続する。

「田辺市障害
者計画」及び
「障害福祉計
画」に基づい
た施策の推進

障害者計画では田辺市における
障害者施策全般にかかわる理念
や基本的な方針、目標を定め、
障害福祉計画では田辺市におけ
る障害福祉サービスの確保して
いく目標値を年度ごとに示して
いる。
令和２年度において、第６期障
害福祉計画及び第２期障害児福
祉計画（計画期間：令和３年度
～令和５年度）を策定した。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

第３期障害者計画及び第６期障害福祉計画、第２期障害
児福祉計画の令和３年度の進捗状況をまとめた。

各障害福祉サービスの見込
量の達成ができるように、
市と障害福祉サービス提供
事業者等関係者との連携が
課題。

第３期障害者計画及び第６
期障害福祉計画、第２期障
害児福祉計画の令和４年度
進捗状況をまとめる。

「田辺市バリ
アフリー基本
構想」の推進

基本構想におけるＪＲ紀伊田辺
駅、市役所本庁、市民総合セン
ター及び紀南文化会館とそれら
の施設を結ぶ主な道路のバリア
フリー化を推進する。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

田辺市バリアフリー基本構想において取り組むとしてい
た事業等について、未実施となっている部分について
は、継続した取組が必要となる。

バリアフリー基本構想に、
長期期間（平成２８年度以
降）として示された主な計
画が予定通り進んでいる。

未実施となっている部分に
ついては、取組が継続とな
る。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

西牟婁圏域自
立支援協議会
の開催

本協議会は、福祉、教育、雇用
の関係者(行政、事業者)で構成
し、地域のさまざまな障害福祉
の課題について協議し、それぞ
れのサービス提供事業者が連携
のもと、効果的で中立・公正な
サービス提供ができるよう連携
に努める。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

年間１回の全体会議を開催（開催日：令和３年８月４
日）し、自立支援協議会の定着化をはかった。

令和２年４月、障害者の地域生活推進のため、西牟婁圏
域において、地域生活支援拠点整備（緊急受入・体験の
場提供・専門的人材の養成・地域体制づくり）の中核機
関として基幹相談支援センターにしむろを設置。

自立支援協議会内の専門部
会である「こども部会」
「就労支援部会」「身体・
知的部会」、「相談支援部
会」「精神保健福祉部会」
の5部会があることと年1回
の全体会、年3回の定例会、
その他基幹相談支援セン
ター にしむろが実施する
各種研修会議の数が多く、
事務が非常に煩雑となって
いる。

障害者の地域生活推進のた
め、西牟婁圏域における相
談支援体制の強化を図るこ
とを目的として、地域生活
支援拠点整備において、委
託相談の圏域化を令和３年
４月実施。

理解促進研
修・啓発事業

研修会や啓発事業を通じて、市
民が障害及び障害者等に関する
理解を深め、障害者等が日常生
活及び社会生活を営む上で生じ
る「社会的障壁」の除去と共生
社会の実現を図る。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

平成２８年度からの事業実施。
令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため事
業を中止。
平成28年度～令和元年度：ＮＰＯ法人和歌山県自閉症協
会への事業委託。

平成２８年度　講演会２回　　　参加者計約４００名
平成２９年度　講演会２回　　　参加者計約５２０名
平成３０年度　支援者養成研修　参加者計約２５０名
令和　元年度　支援者養成研修　参加者計約１１０名
令和　２年度　中止
令和　３年度　中止

講演会等の啓発事業を実施
することで、発達障害につ
いての理解を深め、発達障
害の方が日常生活や社会生
活を営む上で生じる「社会
的障壁」の除去を目指すも
のであるが、事業の性格
上、短期的な効果測定や理
解度の検証を行うことは困
難。知的や精神障害の分野
への展開も必要となる。

今後は、知的障害や精神障
害についても啓発していき
たい。その際には、委託先
は適した法人に変更とな
る。

障害者文化活
動

各種レクレーション教室を開催
することにより、障害者等の交
流、余暇活動の充実等を図り、
社会参加を促進する。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

平成１８年度からの事業実施。
令和３年度はストール染め、フラワーアレンジメント、
消しゴムスタンプづくり、陶芸等の教室を開催すること
ができた。田辺市社会福祉協議会への事業委託。

平成２８年度　教室開催数２４回　参加者計１５６名
平成２９年度　教室開催数２３回　参加者計１９３名
平成３０年度　教室開催数２４回　参加者計１８１名
令和　元年度　教室開催数３１回　参加者計２６９名
令和　２年度　教室開催数１５回　参加者計　７６名
令和　３年度　教室開催数１２回　参加者計　６８名

事業委託先が限られること
から、教室開催内容に変化
が乏しい。

令和４年度は教室開催数２
３回予定。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

障害者虐待防
止センターの
設置

やすらぎ対
策課障害福
祉室

田辺市では、障害福祉室を「市町村障害者虐待防止セン
ター」として位置付けした。
実際に障害者虐待の通報や届出があった場合は、障害福
祉室と西牟婁圏域障害児・者相談センター「にじのわ」
と連携を図りながら、調査や情報収集、保護等の対応を
している。

障害者の虐待問題について
は、「にじのわ」等ととも
に、今後も虐待防止に取り
組む。

継続実施「障害者虐待の防止、障害者の
養護者に対する支援等に関する
法律」が平成２４年１０月１日
に施行された。障害者に対する
虐待は障害者の尊厳を脅かすも
のであり、障害者の自立及び社
会参加にとって、障害者に対す
る虐待を防止することは極めて
重要であることから、法律で
は、国・地方公共団体及び国民
の責務として、障害者に対する
虐待の禁止、予防及び早期発
見、虐待を受けた障害者の保護
及び自立のための措置、養護者
に対する支援等を定め、障害者
の権利利益の擁護に資すること
を目的としている。
障害者虐待を「養護者による障
害者虐待」、「障害者福祉施設
従事者等による障害者虐待」及
び「使用者による障害者虐待」
に分け、それぞれにおける虐待
の防止措置を定めるとともに、
就学する障害者、保育所等に通
う障害者及び医療機関を利用す
る障害者に対する虐待につい
て、その防止等のための措置を
学校の長、保育所等の長及び医
療機関の管理者に義務付けてい
る。
また、市町村に対して、障害者
の福祉に関する事務を所掌する
部局又は当該市町村が設置する
施設が、障害者虐待の対応の窓
口等となる「市町村障害者虐待
防止センター」としての機能を
果たすよう整備することを求め
ている。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

ペットボトル
リサイクル業
務及び容器包
装プラスチッ
クリサイクル
業務の委託

プラスチック類をリサイクルす
ることにより、循環型社会の推
進と最終処分場の延命化を目的
に『田辺市障害者計画及び障害
福祉計画』に基づき、市業務を
障害者団体への委託に努める。

廃棄物処理
課

ペットボトルリサイクル業務と容器包装プラスチックリ
サイクル業務の委託を行った。

一般就労への移行の促進に
寄与できている。
令和３年度中は残念ながら
一般就労に移行できた者は
いなかった。

令和４年度も継続して委託
する。

聴覚・言語機
能に障害があ
るなど音声に
よる通話が困
難な方を対象
とした緊急通
報システムの
運用

ファクシミリや電子メール・ス
マートフォン等を利用し、聴覚
や言語機能に障害があるなど音
声による通話が困難な方からの
緊急通報を受信するとともに、
災害情報等を提供する。

警防課 令和３年中の状況
●聴覚障害者ファクシミリ　登録者８名
　　・緊急通報の受信：０件
　　・情報伝達：８０件
　　　（火災発生・鎮圧情報、気象警報等）
●メール１１９　　登録者１２名
　　・緊急通報の受信：０件
●ＮＥＴ１１９　　登録者１５名
　　・緊急通報の受信：０件

運用上で特に問題や課題は
ない。

令和４年度以降も継続

　　１０．外国人の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺観光戦略
推進事業

・外国人対応レベルアップ
観光業者に対して、外国人（主
に英語圏）が来訪した際、安心
して観光できるツールを整備す
る。具体的には、英語が話せな
くても必要な情報を伝達するこ
とが可能なコミュニケーション
ツールを作成する。

観光振興課 外国人観光客向けに田辺市の観光情報を多言語にて発信
していくことにより誘客を促進するだけでなく、実際に
当地を訪れた方が容易にアクセス情報や観光施設の営業
時間などの情報を入手できるようにしている。

外国人来訪者に対して言
語、文化等の相違による相
互理解のため、語学が苦手
な方でも外国人に対して接
客出来る「コミュニケー
ションツール」の作成を実
施してきており、外国人の
方が不便な思いをすること
を減らせていると考える。
また、観光情報を多言語に
てHPにて発信することで情
報収集が容易になってい
る。

継続して実施していきた
い。

41



事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

外国人観光客
おもてなし力
向上事業

外国人観光客に対する受け入れ
態勢を構築するため、市内の宿
泊事業者、交通事業者、飲食業
者、小売事業者を対象とした外
国人アドバイザーによるメ
ニューの英語併記やコミュニ
ケーションツールの作成等のコ
ンサルティング業務を行う。
※対象事業者については募集を
行う。

観光振興課 新型コロナウイルス感染症の影響により、海外からの観
光を目的とする渡航が制限されるなど、本市への外国人
観光客が激減する状況となった。未だ渡航制限緩和の見
通しが立たず、本格的な外国人観光客の来訪再開時期が
不透明な状況であるため、令和２年度に続き、令和３年
度においても事業の実施を見合わせることとした。

コロナ前の令和元年度まで
は、様々な業種の事業者か
ら申込みがり、外国人対応
の可能な店舗数を増やすこ
とに寄与できたものと考え
る。

外国人観光客の来訪再開時
期をみながら本事業の実施
を検討していきたい。

Ａ Ｌ Ｔ の 配
置、小学校で
の外国語活動

小学校においては、外国語活動
や外国語科、特別活動、社会科
等の時間を通して国際理解に努
める。また、中学校では、英語
科・社会科及び道徳・特別活
動・総合的な学習の時間などを
利用して国際理解の教育を進め
る。
それに加え、ＡＬＴを田辺市内
に６名配置し、発達段階に応じ
た英語活動及び国際理解教育を
進める。

学校教育課 小学校においては、外国語活動や外国語科、特別活動、
社会科等の時間を通して国際理解に努めた。また、中学
校では、英語科・社会科及び道徳・特別活動・総合的な
学習の時間などを利用して国際理解の教育を進めた。
それに加え、市内に６名のＡＬＴを配置し、発達段階に
応じた英語活動及び国際理解教育を進めた。

ＡＬＴの活用により、外国
語活動及び英語教育が充実
し、国際理解教育が定着し
てきた。小学校の更なる外
国語活動・外国語科の充
実・中学校英語科への接続
が課題である。

今後も継続して国際理解教
育を進めていく。

日本語指導助
手による児童
生徒への学習
支 援 ( 再 掲
P27)

外国出身または家庭で親の母語
を使って育つことにより、日本
語習得が十分にされないまま小
学校に入学する児童に対して、
日本語指導助手による支援を図
り学習の保障を行う。また、学
校生活への不安や戸惑いの軽減
につながるよう担任との連携を
図る。

学校教育課 対象児童の数名が中学校へ進学したことにより、日本語
指導助手による支援についても、小・中学校で実施し連
携を図りながら、系統的な学習支援を行った。

就学前において児童の育っ
てきた環境等により、日本
語の習得に差があり、また
中学校に進学した生徒に関
しては、個々の積み上げが
異なるため、学習の保障を
個々に充実させるには、支
援する助手の数が少ない。

対象児童の進級・進学に併
せて、日本語指導助手によ
る支援について、令和３年
度も小中学校での実施を行
う。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

緊急通報外国
語通訳事業

田辺市を訪れる外国人観光客や
居住する外国人など、日本語に
よる緊急通報等ができない方に
対する災害活動を円滑に行うた
め、電話を使用した多言語通訳
体制を確保する。
※２４時間３６５日対応、１
３ヶ国語対応
（英語、中国語（北京語）、中
国語（広東語）、韓国語、スペ
イン語、ポルトガル語、タガロ
グ語、ベトナム語、ネパール
語、ミャンマー語、タイ語、イ
ンドネシア語、ロシア語）

警防課 令和３年中の実績　０件 運用上における問題点につ
いては特になし。

令和４年度以降も継続

　　１１．感染症・難病の人の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

妊婦、新成人
への普及・啓
発

妊娠届出時に感染症等に関する
正しい知識についての普及と啓
発を図る。
成人式で新成人に対し、感染症
等に関するパンフレット等を全
員に配布し、正しい知識の普及
と啓発を図る。

健康増進課 妊娠届出数 422件

臓器移植普及啓発パンフレット配布　１回

妊娠届出時に、感染症など
について、正しい知識の普
及・啓発をしている。
青少年への普及啓発は、関
係機関との連携を図りなが
ら取り組んでいる。

関係機関との連携を図りな
がら継続的に取り組む。

　　１２．犯罪被害者等の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

公益社団法人
紀の国被害者
支援センター
への支援

公益社団法人紀の国被害者支援
センターが行う犯罪被害者及び
その家族等への支援活動の促進
を図るため、財政的援助を行
う。

自治振興課 犯罪被害者やその家族に対する精神的支援を始めとする
各種支援活動(電話及び面接相談、病院や裁判所への付
き添い、国への給付金申請の直接支援、支援員の養成及
び研修、支援に関する啓発事業)を目的に設立された民
間団体である「公益社団法人 紀の国被害者支援セン
ター」（平成９年５月設立、平成24年４月公益社団法人
化）の活動に対する補助金168千円を支出した。

犯罪被害者基本法（平成17
年４月施行）には、犯罪被
害者支援に関して、国及び
地方公共団体が講ずべき基
本施策が明示されており、
その中に「民間の団体に対
する援助（法第20条）」が
明記されている。紀の国被
害者支援センターでは、年
に２回田辺市で「一日出張
相談所」を開設している。

令和４年度も支援（補助）
を継続。
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　　１３．刑を終えて出所した人の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺保護司会
への支援

田辺保護司会が、地域の犯罪や
非行を防止するため実施してい
る更生保護活動を円滑に推進す
るため、財政的援助を行う。
また、市民総合センター内「更
生保護サポートセンター」の行
政財産使用料を一部免除してい
る。

自治振興課 田辺保護司会の活動に対する補助金659千円を支出し
た。また、平成21年から市民総合センター内に「更生保
護サポートセンター」を開設し、保護観察者の面接等を
行っている。活動内容としては犯罪や非行をした人に対
する保護観察や社会復帰を果たせるように環境調整を
行っている。また、「社会を明るくする運動」を中心に
犯罪や非行を未然に防ぐために啓発活動を行っている。

平成11年の保護司法の改正
により、法務大臣から委嘱
されている保護司に関し
て、地方公共団体との相互
協力関係が規定され、保護
司が地方公共団体の犯罪予
防施策に協力する者である
ことが明記されており、市
としても、田辺保護司会へ
の活動に対し支援をしてい
る。全国的に治安に対する
不安が高まる中、保護司の
役割は一層重要となってい
る。

令和４年度も支援（補助）
を継続。

更生保護法人
和歌山県更生
保護協会への
支援

更生保護法人和歌山県更生保護
協会が行う和歌山県内における
更生保護事業を推進するため、
財政的援助を行う。

自治振興課 昭和51年に財団法人、平成８年から更生保護法人として
事業を行っている和歌山県更生保護協会に対する分担金
12千円を支出した。

更生保護協会は、県内にお
ける刑務所出所者等の更生
保護を必要とする者への一
時保護事業、更生保護関係
団体への連絡助成事業、犯
罪予防活動などを行なって
いる。

令和４年度も支援（分担金
負担）を継続。

　　１４．情報と人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

インターネッ
ト等による差
別表現対応

インターネット掲示板等で差別
表現を発見又は通報を受けた場
合、速やかに対応する。また、
そのための体制を整備する。
・和歌山県策定のマニュアルに
沿って対応する。
・速やかにプロバイダ等への削
除依頼ができるよう、法務局・
和歌山県・関係団体等との連携
を図る。

人権推進課 人権推進課職員が週２回、１時間程度モニタリングを行
い、差別的な書き込みについて発見した際に、和歌山地
方法務局田辺支局及び西牟婁振興局に削除依頼を行っ
た。

■令和３年度モニタリング件数
確認レス数　5,520件うち削除依頼件数９件
　　　　　　　　　　　 削除件数０件

匿名性を利用したインター
ネット上での人権侵害につ
いては、全国的に増加して
おり、今後も研修会や啓発
活動を推進していく。
モニタリング事業が、悪質
な行為を取り締まる法制度
の必要性を根拠づける社会
的事実となる。

今後もモニタリングを実施
し、インターネット上での
差別書込みを早期に発見
し、拡散防止に努め、法務
局・県等との連携を図りな
がら今後も対応していく。
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事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各学校での教
育活動、管理
職研修会

・情報モラル
児童生徒に対する指導に関して
は、教育計画に基づき、情報モ
ラル教育の充実を図っていく。
また、保護者に対しては、教育
講演会や学級懇談会、家庭訪
問、三者面談等を利用して、ス
マートフォンやＳＮＳの危険性
と情報モラルについて啓発活動
を行う。
・情報流出防止
管理職研修等で情報管理に関す
る研修を深め、情報流出問題が
発生しないように指導する。
・人権問題発生時の対応
人権問題発生時の対応マニュア
ルを各学校で作成し、人権問題
発生時の対応が迅速にできるよ
う指導する。

学校教育課 ・情報モラル
児童生徒に対する指導に関しては、各学校の実情に応じ
て、情報モラル教育の充実を図った。また、保護者に対
しても教育講演会や学級懇談会、家庭訪問、三者面談等
を利用して、スマートフォンやＳＮＳの危険性と情報モ
ラルについて啓発活動を行った。
・情報流出防止
管理職研修等を通じて情報管理に関する研修を深め、情
報流出問題が発生しないように指導した。
・人権問題発生時の対応
人権問題発生時の対応マニュアルを各学校で作成し、人
権問題発生時の対応が迅速にできるよう指導する。

スマートフォンの普及やＳ
ＮＳの利用により、全国的
に様々な問題が報告されて
いる。そのため、本市にお
いても更なる情報モラル教
育の充実が必要である。

令和４年度も継続予定。

情報セキュリ
ティ対策への
取り組み

・職員向け情報セキュリティ研
修等を実施する。

情報政策課 ・職員向け情報セキュリティ研修（管理職・一般職員向
け 対象者約２００名、講師は外部から招へい）を行っ
た。

平成２９年５月から実施
した「セキュリティ強靭
化」と併せて、職員研修を
実施する事で、情報セキュ
リティ対策の強化を図るこ
とが出来た。

今後は、継続した職員研
修を行うとともに、庁内Ｉ
ＣＴ環境の変化に合わせた
情報セキュリティ対策を実
施することで、情報の機密
性・完全性・可用性を確保
する必要がある。

・毎年継続した職員研修の
実施を予定している。

45



　　１５．災害と人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

避難行動要支
援者の支援対
策 （ 再 掲
P11）

自治会、自主防災組織、消防団
及び警察等に対し、避難行動要
支援者名簿を提供することで、
災害時に支援を必要とする方々
の所在等を把握していただき、
万一の有事の際はもとより、日
頃から地域の支援対策に活用し
ていただくとともに、地域防災
体制の充実を図る。

防災まちづ
くり課

平成２５年の災害対策基本法改正により、避難行動要支
援者名簿として法的に位置付けられ、名簿の提供を行う
場合は市による本人の同意の取得が必要となったことか
ら、名簿の提供を行うことに同意を得られた避難行動要
支援者については、自治会、自主防災組織、消防団及び
警察等に名簿の提供を行った。

名簿については、災害時の
みならず平常時において
も、避難行動要支援者への
支援の一つの手段として活
用していただけるよう、さ
らに啓発に努める必要があ
る。また、多種多様な災害
に対応するためには、避難
行動要支援者本人の意向を
尊重しつつ、地域の実情に
応じた取組やコミュニケー
ションづくりが課題となっ
ている。

令和４年度においても避難
行動要支援者名簿の提供を
行う。

　　１６．環境と人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

温室効果ガス
削減の取組

田辺市では、環境保全に向けた
行動を自ら率先し積極的に実行
することにより、環境への負荷
を低減するとともに、市民、事
業者の環境保全に配慮した自主
的な取組を促進することを目的
に「温室効果ガス排出抑制等田
辺市実行計画」を策定してお
り、本計画に基づき、温室効果
ガス削減に取り組む。

環境課 ○環境課、廃棄物処理課で、ごみ減量やリサイクル、生
活排水、地球温暖化防止などについて、家庭でできる取
組み事例などの解説等を行なう田辺市まちづくり学びあ
い講座を開催
　日　程：４月14日（水）
　場　所：きのくに信用金庫
　参加者：40名(田辺東ロータリークラブ　)
  日　程：８月10日（火）
　場　所：NPO法人絆
　参加者：16名(はちどりギャザリング)
〇２月の省エネルギー月間における取組として環境啓発
講座「江戸の環境リサイクル　今日からできる簡単・環
境問題解決法」をオンライン開催
　配信期間：２月８日～２月28日(日）YouTube配信
　講　　師：林家うん平(落語家）
　再生回数：36回

温室効果ガス削減に向けて
市が事業者並びに消費者と
して引き続き取り組んでい
くとともに、環境学習会等
を通じて、情報提供や啓発
活動を行うことで、市民及
び事業者に対し、環境保全
に配慮した自主的な取組を
促進していくことが必要と
なる。
また２年度に続き３年度も
コロナ禍で人がなかなか集
まることのできない中、環
境啓発講座のオンライン開
催を行なった。

市民及び事業者に対し、環
境保全に配慮した自主的な
取組を促進していくべく、
様々な機会を通じて地球温
暖化について学ぶことがで
きる環境づくりを推進して
いく。
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　　１７．性的少数者（セクシュアルマイノリティ）の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種講座・講
演会等の啓発
活動

性的少数者への偏見をなくし、
正しく理解を深めるとともに、
豊かな人権感覚を身につける機
会を提供する。

男女共同参
画推進室

性的少数者の人権について、ポケットブックやクリア
ファイル（啓発物品）等で啓発を行った。

現状を理解し、偏見や差別
に対する人権意識の高揚を
図るとともに、誰もが自分
らしく生きやすい社会を目
指すため、理解を深める啓
発が必要である。

令和４年度も、機会を捉え
て啓発講座等を実施する。

　　１８．労働者の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市企業人
権推進協議会
（再掲P16）

本協議会は、雇用者の人権を尊
重し、企業内における人権教育
及び啓発の取組を推進するた
め、関係機関等との連携を密に
し、企業活動における人権課題
の解決に資することを目的とし
て、「会員相互の連絡連携」、
「企業内人権教育及び啓発の推
進」、「雇用の安定を図るため
の調査、研修及び指導」などを
行う。

商工振興課 令和３年度の事業計画に基づき、研修会を実施した。
【令和３年度事業計画】
１．明るく働きがいのある職場づくりを目指して、各事
業所が自主的、主体的に研修機会をもてるよう啓発活動
を推進します。
２．企業内人権啓発を推進すべく、市人権推進課との連
携の下、講師の依頼、啓発ビデオの提供等企業内研修会
の開催を支援し、また、各種研修会の案内と参加の呼び
かけに努めます。
３．人権啓発に係る国や県等関係機関との連携を図り、
人権啓発のための推進体制の充実に努めます。
※令和２年度・３年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、理事会及び総会については、書面決議によ
り実施。

現在、会員が48企業あり、
７参与会員とともに、昭和
58年度から令和３年度まで
に、延べ609企業、50,425人
の参加により企業内研修が
行われてきた。最近の実績
としては、年間17～18社と
なっているが、さらに企業
内研修の実施企業を増やす
取組が必要である。

今後とも会員企業の募集に
努めるとともに、企業内研
修の実施企業を増やすべ
く、県の人権担当部署とも
連携しながら、企業の代表
者や研修推進員等を対象と
した研修会等を通じ、より
一層推進していく予定であ
る。

　　１９．自殺・自死遺族

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

自殺対策につ
い て （ 再 掲
P22）

毎年度、街頭啓発の実施及び関
係団体などの支援を実施。

やすらぎ対
策課障害福
祉室

・９月 自殺予防週間、３月 自殺対策強化月間に合わ
せた啓発活動
①市の広報紙及びＨＰやツイッター掲載による周知
②市内３ヶ所のスーパー等街頭で相談先チラシ、啓発物
品を配布
③自殺予防啓発図書コーナーの設置（たなべる）
④市庁舎及び市民総合センター玄関でのぼりの掲揚。
⑤田辺市自殺対策計画において、各課の進捗状況を把握
⑥自殺予防 自死遺族交流会（わかちあい和歌山うめの
花：県主催）開催支援。

啓発活動に係る予算が減少
し、限られた予算内での事
業実施となっている。

令和元年度、田辺市第1期自
殺対策計画を策定した。
自殺対策計画は全庁的な計
画であるが、各課の理解・
協力が得づらい。

・９月の自殺予防週間・３
月の 自殺対策強化月間に
合わせた啓発活動を実施
・田辺市自殺対策計画にお
いて、各課の進捗状況を把
握
・ゲートキーパー養成講座
開催。
・県主催の自死遺族交流会
（わかちあい和歌山うめの
花）の開催に協力。
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　　２０．生活困窮者の人権・ホームレスの人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

相談者や要保
護者等の人権
尊 重 （ 再 掲
P13）

生活保護の対象者は、高齢や障
害・傷病等で就労が困難である
など、何らかの理由で生活に困
窮されている方々であり、担当
職員一人ひとりが常に相談者や
要保護者等の人権を第一に考え
るとともに、相手の立場に立っ
て対応するよう、係内会議等を
通じて常に研鑽に努める。

福祉課 新たに配属された社会福祉主事任用資格を持たないケー
スワーカーは、社会福祉主事講習を受講し、福祉に携わ
る職員としての資質向上に努めている。
また、随時開催しているケース検討会などの係内会議等
の機会では、個別ケースの検討を通じ、職員相互に対人
援助技術の向上を図るとともに、職場内外における人権
に関する研修、講演会に参加するように努めている。

生活保護に市民の関心が高
まる中、担当職員には常
に、相手の人権を尊重した
対応に努めている。

近年増加傾向にある複合的
な課題への対応に際して
は、関係部署と連携しなが
らより、一層対象者の人権
に配慮した取組を進めてい
く。

　　２１．人身取引（トラフィッキング）

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

ポスター及び
リーフレット
による啓発活
動

人身取引は、重大な人権侵害で
あり、一人ひとりが人身取引に
ついて関心を持ち、社会全体の
問題として解決していくために
啓発活動に努める。

男女共同参
画推進室

内閣府男女共同参画局からポスター掲示及びリーフレッ
ト設置依頼があり、田辺市民総合センターにてポスター
の掲示及びリーフレットの設置を行った。

より多くの方に、人身取引
という問題を知っていただ
く必要がある。

今後も、国・県と連携し啓
発活動に努める。

　　２２．アイヌの人々の人権

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権啓発指導
者養成研修会
に参加

アイヌの人々の文化や歴史等を
学べる研修会に参加し、生活習
慣や現状など正しい理解を深め
る。

人権推進課 公益財団法人人権教育啓発推進センター主催の人権啓発
指導者養成研修会（オンライン）に参加
演題『アイヌの人々の生活の歩みと意識の変容』
講師　小内　透氏
　　　（札幌国際大学特任教授/北海道大学名誉教授）

和歌山県内でアイヌ文化に
ついて学べる機会が少ない
ので貴重な研修である。
また、アイヌの人々の人権
問題を市民の方に知ってい
ただく必要がある。

今後も積極的に研修に参加
をするとともに、国・県と
連携し啓発活動に努める。
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　　２３．北朝鮮当局による人権侵害問題

事業名 事業の内容 所管課 令和３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

ポスター掲示
による啓発活
動

北朝鮮当局による拉致問題の解
決に向け、関心と認識を深める
とともに、国際的な人権問題に
ついても関心を深めていくた
め、啓発活動に努める。

人権推進課 和歌山地方法務局からポスター掲示依頼があり、12月10
日～12月16日の「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に田辺
市役所にてポスターの掲示を行った。

例年、北朝鮮人権侵害問題
啓発週間にポスターの掲示
を行っているが、より多く
の市民の方に知っていただ
く必要がある。

今後も、国・県と連携し啓
発活動に努める。

人権啓発指導
者養成研修会
に参加

研修会に参加し、北朝鮮当局に
よる拉致問題の解決に向け、国
際的な人権問題についても関心
を深める。

人権推進課 公益財団法人人権教育啓発推進センター主催の人権啓発
指導者養成研修会（オンライン）に参加
演題『北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて』
講師　内場　裕子氏
　　　（内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室参
事官補佐）

和歌山県内で北朝鮮当局に
よる人権侵害問題について
学べる機会が少ないので貴
重な研修である。

今後も積極的に研修に参加
をする。
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